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第１回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  中里純人君 

   １．教育行政について 

    （１）教職員の多忙化により、授業準備の時間不足が指摘されている。本市の小中学生

への影響はどうか。実態と対策について伺う。 

    （２）「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」が制定された

が、本市の取り組みはどうか伺う。 

   ２．松林の保全と観光について 

    （１）照島に多数の松枯れが発生している。保安林への影響はどうか。伐採及び植樹の

計画はどうなっているのか。 

    （２）照島の景観を活かし、観光スポットとして遊歩道等の整備を図ったらどうか。 

  西別府 治君 

   １．市道 酔之尾・島平線の排水路改良について 

    （１）市道の現状について伺う。 

    （２）排水路を暗渠化した道路拡幅計画はないか伺う。 

   ２．鳥獣被害対策について 

    （１）鳥獣被害防止計画の基本方針について 

      ①被害の現状及び傾向について伺う。 

      ②被害防止対策と課題について伺う。 

      ③対象鳥獣の捕獲計画について伺う。 

    （２）捕獲実態について 

      ①捕獲数の増加傾向について伺う。 

      ②捕獲コストについて伺う。 

      ③猟犬の飼育負担と犬の減尐傾向について伺う。 

      ④アナグマの捕獲活動の支援について伺う。 

    （３）捕獲した鳥獣の処分及び利活用について 

      ①猟友会の高齢化の実態と今後の組織等のシステムづくりについて伺う。 

      ②ジビエの利活用推進について伺う。 

      ③６次産業化について伺う。 

  江口祥子君 

   １．放置自動車の対策について 

    （１）市内の放置自動車の現状について伺う。 

    （２）放置自動車に対する本市の対応策について伺う。 

   ２．ヘルプマーク・ヘルプカードの導入について 

     精神障害者や内部障害者などで支援を必要としていることが外見からは分からない

方々が援助を得やすくするために有効な施策として、ヘルプマーク・ヘルプカードが導

入されている自治体があるが、本市も普及促進していく考えはないか伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（３月５日）（月曜） 

 

 出席議員  １６名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  竹之内   勉 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  原 口 政 敏 君 

     ５番  中 村 敏 彦 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １４番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  西別府   治 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  平 石 耕 二 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  東   浩 二 君   主       査  神 薗 正 樹 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       任  軍 神 卓 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   市 来 支 所 長  中 村 安 弘 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   教 委 総 務 課 長  木 下 琢 治 君 

教 育 長  有 村   孝 君   消 防 長  前 屋 満 治 君 

地 方 創 生 統 括 監  松 尾 章 弘 君   学 校 教 育 課 長  松 山 隆 志 君 

総 務 課 長  中 尾 重 美 君   農 政 課 長 補 佐  富 永 孝 志 君 

政 策 課 長  満 薗 健士郎 君   土 木 課 長  内 田 修 一 君 

財 政 課 長  田 中 和 幸 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成30年３月５日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（平石耕二君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（平石耕二君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、中里純人議員の発言を許します。 

   ［９番中里純人君登壇］ 

○９番（中里純人君） おはようございます。 

 私はさきに通告いたしました２件について質問い

たします。 

 2015年のクリスマスに、電通社員の高橋まつりさ

んが過労自殺し、翌年、労災認定されました。違法

残業による長時間労働が原因です。 

 昨年になって、ＮＨＫの女性記者が４年前に過労

死したことが公表されました。これも、200時間を

超える時間外労働が原因とのことです。 

 国においても、長時間労働の解消を図るため、働

き方改革の取り組みが始まっています。このような

中で、教職員の多忙化が社会問題になっています。 

 2016年の教員勤務実態調査によりますと、小学校

職員の33.5％、中学校職員の57.7％が月80時間以上

の時間外勤務、いわゆる過労死ラインを超えていま

す。 

 建設業で13.1％、飲食業で28.4％と言われていま

すので、ほかの業界と比較しても、異常とも言える

長時間労働です。 

 また、月100時間以上の時間外勤務は小学校で

17.1％、中学校では40.7％に達しているとのことで

す。 

 愛知教育大学等の調査によりますと、仕事の悩み

として、授業の準備をする時間が足りないと答えた

教員は小学校94.5％、中学校84.4％、仕事に追われ

て生活のゆとりがないという教員も小学校76.6％、

中学校75.3％となっています。 

 この原因として、１、月１の土曜授業が始まり、

授業時間が増えたこと、２、保護者対策やいじめへ

の対応、３、部活動への対応、４、給食費の徴収等

が挙げられているようです。 

 中央教育審議会では、昨年の12月に、教員の働き

方改革に関する方策の中間まとめを文部科学省に提

出しました。業務を三つに分類して、１、登下校の

見守りなど、学校以外が担うべきもの、２、部活動

や校内清掃など、学校の業務だが、必ずしも教員が

担う必要のないもの、３、授業の準備や成績処理な

ど、教員の業務だが、負担軽減が可能なものと分類

しています。 

 放課後や夜間の見守りなど、学校が担ってきた業

務の一部を地域住民や自治体に任せて、部活動でも

外部の人材を積極的に活用するというものです。 

 教職員の業務が多忙化する中で、児童生徒への授

業等の教育指導には、十分な時間を確保しなくては

なりません。授業を充実するための環境整備として、

行政は、また、地域住民や保護者はどのようにかか

わっていけばよいのでしょうか。 

 教育環境の整備につきましては、ハード面、ソフ

ト面あるわけですが、ハード面については、市内小

中学校全ての耐震工事が完了し、来年度は空調の整

備に取りかかられますが、ほかにどのような計画を

お考えなのか。 

 市長は特認校制度や小規模校の存続等、力を入れ

ておられます。重要なことは、本市の先生方が児童

生徒の皆さんに充実した授業を行うための環境づく

りを行政としてどう整備するかです。本市の先生方

の多忙化の解消に向けて、どのような検討する機会

をつくっていかれるのか。 

 以上で、ここでの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。中里

純人議員の御質問にお答えをいたします。 

 ハード面つきまして、お述べになりましたとおり、

これまで平成19年度から平成27年度まで、事業費16

億4,400万円をかけて、子どもたちの安全を守るた

め、耐震対策が必要な施設につきまして、耐震工事

とあわせて改修工事を行ってまいりました。 
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 また、平成30年度から平成31年度にかけまして、

教育環境の整備を図るため、市内の公立小中学校、

幼稚園にエアコンの設置をすることとし、現在、議

会の皆様に御提案を申し上げております。平成30年

度当初予算に、中学校５校及び幼稚園２園の整備に

係る経費を計上しているところであります。 

 なお、施設の老朽化等に伴い、校舎等の改修工事

を行っていく必要がありますが、各施設の状況を見

ながら、整備計画を策定することとしているところ

であります。 

 次に、教職員の多忙化の解消についてであります。 

 教育は人づくりであり、未来づくりであると思っ

ております。これまでの学校教育は、先生方が専門

性を持ち、幅広い業務を担うとともに、子どもたち

の状況を総合的に把握して指導され、高い成果を上

げてきました。 

 こうした成果は、先生方が子どもたちへの情熱や、

教育に対する使命感を持った献身的な取り組みを積

み重ねてきていただいた、その上に成り立ったもの

だと思っております。 

 しかし現在、情報化やグローバル化、家族形態の

変容、価値観やライフスタイルの多様化、地域社会

等とのつながりの希薄化など、学校が抱える課題が

複雑化、多様化しております。 

 おのずと学校の役割は拡大せざるを得ない状況と

なっており、国を挙げた働き方改革が叫ばれる中、

学校現場では、教職員の長時間勤務が問題になって

おります。 

 このような中、先生方の勤務実態を改善し、子ど

もたちと元気に生き生きと向き合えるような環境を

つくっていくことは大変重要であると認識をしてお

ります。 

 今後、各学校の実態を踏まえながらも、必要に応

じ、総合教育会議等において、先生方一人ひとりが

さらに心身ともに健やかに子どもたちに向き合って

教育ができる勤務環境の整備について協議する機会

を設定してまいりたいと考えております。 

○９番（中里純人君） それでは、具体的に伺いま

すが、平成28年度の教員勤務実態調査結果が公表さ

れています。 

 本市の市立小中学校の校長並びに教頭、教職員の

月平均の時間外勤務の実態について、明らかにされ

たいのであります。 

○教育長（有村 孝君） 皆さん、おはようござい

ます。 

 教職員の時間外勤務の実態について、お答えをい

たします。 

 教職員の勤務実態につきましては、平成25年度か

ら全教職員が出退時刻記録カードに毎日の出勤時刻

及び退勤時刻を記録することによりまして、みずか

らの勤務状況を把握し、適切な勤務時間管理に役立

てることができるようにしております。 

 また、管理職は毎月、出退時刻記録カードをもと

に、全教職員の勤務実態を把握するとともに、必要

に応じて適切な勤務について指導をしております。 

 市教育委員会といたしましても、２月、６月、11

月の年３回、学校の出退時刻記録カードに基づく、

各小中学校の教職員の勤務実態を報告してもらって

おります。 

 昨年11月の調査によりますと、９月から11月の３

カ月間で時間外勤務が過労死ラインとされる月80時

間を超えた教諭等は小学校にはおりませんでした。 

 しかし、中学校では、部活動の時間を含めて80時

間を超えた教諭等は、月平均、９月から11月までの

平均でございますが８人、10.9％となっております。 

 また、管理職につきましては、11月の時間外勤務

が月80時間を超えた教頭が６人おります。そのうち

の４人が100時間を超えております。 

 こうした実態を踏まえまして、市教育委員会とい

たしましても、必要に応じて、校長・教頭研修会等

で超過勤務の解消に向けた取り組みを行うよう指導

しているところでございます。 

 教職員がゆとりを持って子どもたちと向き合える

環境を整えることが、子どもたちの健全育成のため

に大切であることから、今後も業務改善と適正な勤

務時間管理に努めてまいる所存でございます。 

○９番（中里純人君） 校長の実態についてはお述

べになりませんでしたが、行政としましては、実態

を把握するということは最低限やらなくてはならな

い責務だと思います。 
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 中間まとめにも、行政並びに管理者の責務と明記

してあります。学校運営にかかわることは、管理者

である校長の役割ですが、校長一人に任せるのでは

なくて、設置者である市もバックアップ並びに応援

をしていくことが大事と考えております。 

 出勤簿はあるものの、タイムレコーダーの設置は

１割しかなく、出退勤の時間は９割が把握されず、

労務管理もされていないというようなこともお聞き

しますが、本市ではどのようなのか、最低限の実態

を把握するということは喫緊の課題と思いますが、

再度伺います。 

○教育長（有村 孝君） 先ほど校長の80時間を超

えたデータ、これは一人もいませでした。80時間以

内ということで、ちょっと漏れておりました。申し

わけございません。 

 先ほど来ありますように、平成25年度から出退記

録カードを採用しておりまして、パソコンの中に毎

日打ち込みますと、月の累計の超過勤務時間が出る

ようになっております。 

 その結果を年３回、私どものほうに報告してもら

って、また、私ども行政として、校長、教頭を通じ

て、適正な勤務時間の管理を行うよう指導している

ところでございます。 

 なお、学校によりましては、また、いろいろと協

議をしまして、それなりの対応策をとっている学校

もあると聞いております。 

○９番（中里純人君） 2020年の英語の教科化によ

りまして、授業時数が増加するとともに、本県本市

では月１回の土曜授業も実施されているところでご

ざいます。 

 授業時数が増加する分を、さらに土曜日に上乗せ

するということもできないような中で、英語の教科

化に対する授業時間の確保をどうするか、見解を伺

うものです。 

 また、多忙化が要因で休職したり、児童生徒との

かかわりとか、保護者との関係で精神疾患にかかる

方が増加しているというような報道も見かけますが、

教職員の定期健診等の健康管理というのは、どのよ

うにされているのか。 

 また、本市におきまして、長時間労働等が原因で

休職されている方はいらっしゃらないのか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 初めに、外国語科

の教科等に伴う授業時間の確保についてお答えいた

します。 

 新学習指導要領の実施に伴いまして、小学校では

３、４年生に外国語活動が、それから５、６年生に

は外国語科が導入されます。 

 授業時数は２年間で段階的に増えまして、平成30、

31年度は、３年生から６年生までの各学年で、現在

よりも週当たり0.5時間ずつ増えます。また、平成

32年度からは、各学年でさらに0.5時間ずつ増え、

現在よりも週当たり１時間ずつ増えることになりま

す。 

 増えた授業時数の確保につきましては、各学校で

行事等の見直しや、指導計画の工夫を行うことで可

能であります。 

 また、市教委の主催行事や会議等を見直すことで、

各小学校の外国語科等の授業時数確保に努めたいと

考えております。 

○教育長（有村 孝君） 教職員の健康管理につい

てでございます。 

 本市は、教職員の定期健診を年１回実施しており

ます。検診内容は、血液検査、聴力検査、尿検査、

そして心電図検査、結核検診、胃検診等でございま

す。 

 校長は、この定期健康診断結果や個々人の人間ド

ックの結果をもとに、教職員個々に健康管理に努め

るよう指導しているところでございます。 

 また、心の健康の保持増進のため、本年度から、

市内の全教職員にストレスチェックを実施し、教職

員のメンタル面のケアの参考として活用されていま

す。 

 さらに、校内研修等でストレス対処法の実技など

を行うメンタルヘルス研修等を実施して、教職員の

心の健康に対する意識を高め、不安やストレスの解

消に努めている学校もございます。 

 今後、全ての学校でこのような研修が実施される

よう、指導してまいりたいと考えております。 

 そのほか、各学校では、定時退庁日の設定とか、

あるいは、職員の健康の保持増進を図るための対策
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について審議する衛生委員会を定期的に開催いたし

まして、教職員の健康管理を行っているところでご

ざいます。 

 それから、休職をしている教職員の数と言われま

したかね。長時間労働等で休職している教職員等の

状況について、現在、病気等を理由に休職している

教職員は６人ございます。長時間労働を原因として

休職している教職員はいないと考えているところで

ございます。 

○９番（中里純人君） 答弁がありました。休職者

は６人、そのうち長時間労働の要因による者はいな

いとのことでございます。 

 先ほど、壇上で読みましたけど、調査によります

と、授業の準備をする時間が足りないと答えた教員

は小学校で94.5％、中学校で84.4％です。児童や生

徒への授業等の教育指導に十分な時間を確保しなく

てはならないと思います。 

 生徒指導や保護者対策、いじめ、不登校問題など、

授業以外のことにかかわる時間が最近では増えてい

ると伺いますが、小中学校は学校の規模とか地域性

がございます。どのような課題があるのか伺います。 

 また、先生方は何をどのように改善してほしいの

か、市としては先生方に対してアンケートとか調査

を行っているのか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 初めに、アンケー

トの実施についてお答え申し上げます。 

 市教育委員会としてのアンケートの実施につきま

しては、現在、直接、私どものほうで調査をしてい

るということはございません。 

 ただ、各小中学校におきましては、先ほど教育長

のほうからもありましたが、学期に１回以上、衛生

推進委員会を開催しております。 

 この委員会は、衛生に関する事項について、職員

の意見を聞くための機会として設置をされておりま

す。管理職と学校医及び教職員代表等が集まりまし

て、健康障害の防止対策や、職員の健康の保持増進

を図るための対策などについて審議をしております。 

 この衛生推進委員会の審議によりまして、定時退

庁日を徹底しましたり、２学期のテスト前に部活動

休止期間を設定したりするなどの対応策を講じた学

校もございます。 

 このほか、行事の準備や、授業準備等の時間を確

保するための放課後の会議等を減らしてほしい、あ

るいは働き方改革について、できることから一つ一

つ変えていけたら、働きやすい環境になるのではな

いかなどの要望や意見が出されておるところでござ

います。 

○教育長（有村 孝君） 学校における課題につい

てということでございます。 

 議員仰せのとおり、学校の業務の状況は、校種や

学校規模、あるいは地域の特性等によっても異なり

ます。 

 学校種別に申しますと、まず、小学校は学級担任

制であることから、一人の教師が担当する授業時数

が多くなります。給食の時間も指導を行い、休み時

間も児童と一緒に活動し、安全への配慮等を行うこ

とが多く、休憩時間が確保できず、連続して勤務す

ることがございます。また、児童の在校中に、校務

や授業準備を行う時間の確保が難しい場合もござい

ます。 

 次に、中学校は教科担任制でございますので、学

校規模や教科により担当する授業時数は異なります

けれども、小学校に比べて、生徒指導や進路指導に

かかわる業務の負担が大きくなる傾向にあります。

また、部活動にかかわる時間が長いことから、授業

準備等の時間の確保が難しい状況もございます。 

 このほか、教師は授業以外の事務も担っておりま

して、また、保護者、ＰＴＡや地域との連携、通学

路の安全確保など、さまざまな業務を担っておりま

す。 

 特に小規模校では、一人の教師が多くの分掌事務

を兼ねて担当せざるを得ない状況等もございます。 

 さらに、学校におけるいじめや不登校、子どもの

貧困などのさまざまな課題や、保護者等への丁寧な

対応が求められるような事案も増えてきております。 

 学校、教職員だけで対応することが、質的にも量

的にも難しくなってきている状況であると考えてお

ります。 

○９番（中里純人君） 答弁がありました。アンケ

ートは実施していないということでございますが、
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今、述べられました課題の解決に、学校行事、事務

作業など、学校や先生方はどのような業務の改善に

取り組んでいらっしゃるのか、本市としては独自で

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーの配置事業を行ってきましたが、先生方の負担の

軽減につながっているのかどうか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 初めに、学校にお

ける業務改善の取り組みについてお答えいたします。 

 各学校におきましては、毎年、学校行事の精選や

廃止を検討したり、関連のある会議を統合したり、

あるいは、職員朝会や職員会議の回数を減らすなど

して、校務処理や授業準備などの時間、子どもたち

と向き合う時間を生み出すよう努めております。 

 また、校務分掌組織を見直し、複数体制を整備し

て、事務を分担したり、校内ＬＡＮを活用してデー

タの一元化を行い、資料作成の効率化や情報の共有

化を図ったりしております。 

 さらに、服務規律にかかわる年間指導計画に基づ

く勤務時間の適性化に係る指導、それから、出勤時

刻や退勤時刻を記録する出退時刻記録カードの活用、

定時退庁日や部活動の休養日の設定、時間外勤務を

する際の管理職への届け出の取り組みなどを通しま

して、適正な勤務時間に対する教職員の意識の高揚

を図っております。 

 続きまして、もう一つのスクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーの活用についてお答え

いたします。 

 スクールカウンセラーは、学校で児童生徒や保護

者、教職員を対象とした相談活動を行っております。

子どもに寄り添って不安や悩みを聞き、必要に応じ

て適切なアドバイス等を与えることで、子どもの精

神面の健康の保持増進を図っております。そのこと

が、ひいては不登校やいじめ等の未然防止につなが

っております。 

 一方、スクールソーシャルワーカーは、不登校等

の児童生徒の家庭訪問をしたり、福祉や子育て等の

関係機関と連携して、子どもの家庭環境の改善を図

ったりしております。そのことで、不登校が改善さ

れたり、社会的な支援が必要な子どもを見守る体制

を整えたりすることができます。 

 このように、スクールカウンセラーとスクールソ

ーシャルワーカーが、その専門性を活かして、子ど

もの精神面や生活環境の安定を図ることで、教師の

生徒指導や、関係機関との連絡調整の負担が軽減さ

れるとともに、本来の業務である学習指導や、子ど

もとの触れ合いに充てる力を増やすための一助とな

っております。 

○９番（中里純人君） 県教委におきましては、現

在、学校における業務改善方針について、パブリッ

クコメントを実施しているわけでございますが、私

はこの質問を通告しましてから、すぐに県議会の一

般質問の答弁でリフレッシュウイークを設定し、閉

庁日を設けるという方針が報道されました。 

 教職員の多忙化の解消というより、教職員が休暇

をとりやすい環境をどう整備していくかという観点

で、今、全国的に学校閉庁の動きが急速に進行して

いるようでございますが、静岡県の島田市などでは、

お盆の３日間を閉庁にするとかいう取り組みがなさ

れておりますが、本市におきましては、どのように

検討していかれるのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 学校閉庁日についてでご

ざいますが、教職員の長時間労働が問題化する中で、

夏休みなどの長期休業中に学校の業務を一定期間休

む、つまり、学校閉庁日を設ける動きが全国で広が

りつつございます。御承知のとおりでございます。 

 学校閉庁日を先行して実施している県内の市町で

は、８月の14、15日を学校閉庁日に設定するなどし

ており、教職員からは一斉に学校が休みだと休みや

すいのでありがたいという声もある一方で、学校閉

庁日を設定することで、教職員が望まなくても強制

的にその日に休まなければならなくなるというデメ

リットも考えられます。つまり、自分が休みたいと

きに休みたいということでございます。 

 この学校閉庁日の設定につきましては、県教委が、

今議員が仰せのとおり、さきの県議会において、夏

季休業期間中に学校行事やスポーツ大会などを実施

しない、いわゆるリフレッシュウイークを県内の全

公立学校で一斉に設定し、県立学校では同ウイーク

中に学校閉庁日を設ける方針を明らかにしておりま

す。 
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 このことから、まずは教職員が休みをとりやすい

環境づくりを今後も進めるとともに、県教委の指導

や、先行して実施しています、先ほど紹介しました

けれども、市町の状況を踏まえながら、学校閉庁日

の導入について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○９番（中里純人君） 岡山県の美咲町立加美小学

校では、教師業務アシスタントを採用して、成果を

上げているようでございます。 

 アシスタントの仕事というのは、授業している間

に翌日のプリントを印刷するとか、教材や機材の準

備、学校徴収金の集金、支払い業務、各種配布物の

グラフ等の作成、名簿作成、九九の暗唱を聞いてあ

げるなどの学習支援の一部など行われておるようで

ございますが、今後は採点とか添削にも拡大するこ

とを検討中のようです。本市ではどのようか伺いま

す。 

 また、平成30年度の予算要求で、県卖位での統合

型校務支援システムの初期導入費が上げられている

ようでございますが、このシステムで事務事業のど

のような軽減が図られるのか、活用している学校は

県内にどれくらいあるのか、また費用はどれくらい

かかるのか、本市で導入するということについては

いかがか伺います。 

○教育長（有村 孝君） まず、教師業務アシスタ

ントの採用についてでございます。 

 教師の業務の見直しを推進しまして、教員が担う

べき業務に専念できる環境を整備するための業務改

善策の一つとして、先ほどありました岡山県や横浜

市などでは教師業務アシスタントを配置しておりま

す。 

 教師業務アシスタントは児童生徒、保護者等への

プリントの配布の印刷、また、学校徴収金の集金、

支払いなどの教員の事務作業や、授業準備の補助等

の業務を補助する職員で、試験的に導入した自治体

では、教員や教頭などが本来の業務に充てる時間が

増えてよいとか、あるいは、勤務時間の削減にもつ

ながったと高い評価を受けておるようでございます。 

 この教師業務アシスタントの配置につきましては、

国の平成30年度予算案にスクールサポートスタッフ

として盛り込まれております。こうした国や県の動

向を注視しながら、参考にしてまいりたいと思って

おります。 

○学校教育課長（松山隆志君） 校務支援システム

についてお答えいたします。 

 昨年10月の県内の19市への調査によりますと、既

に導入済みの市が４市、導入予定が２市、未定が11

市、そして導入予定のない市が１市でございます。 

 この校務支援システムは、週や月行事等のスケジ

ュール機能、掲示板機能、ファイル共有機能などを

備え、情報共有を円滑に行えるとともに、勤務時間

管理や成績処理、時間割作成や授業時数の計算、学

籍や指導履歴等の管理などができるものでございま

す。 

 先行して導入している学校の話によりますと、こ

うした機能を活用することで、連絡調整の時間の短

縮や情報共有の効率化が可能となり、児童生徒と向

き合う時間がこれまで以上に確保されるようになっ

たと聞いております。 

 また、ある市では校務支援システムを利用するこ

とで、校務処理にかかる時間が１日当たり通常期で

平均30分ほど、繁忙期、学期末のことですが、繁忙

期で68分ほど効率化されたとのアンケート結果もご

ざいます。 

 本市では、一つの中学校で昨年度から試験的に導

入しており、教職員からも好評であることから、来

年度は試験導入をさらに６校増やすとともに、平成

31年度からの各学校の校務用パソコンの入れ替えに

あわせて、本格的に導入することを検討しておりま

す。 

 なお、導入費用につきましては、１校当たり約30

万円、年間の保守費用としまして、全校で約50万円

と聞いております。 

○９番（中里純人君） 業務改善につきましては、

それぞれメリットがあるということをお聞きしまし

た。 

 次に、スポーツについてでございますが、スポー

ツ庁の調査では、公立中の３割が部活動を強制して

いるとの結果があります。 

 本市では諸中学校の部活動は、どのような運動や
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文化活動に何割が所属しているのか。 

 １月16日にスポーツ庁は運動部活動のあり方に関

する総合的なガイドライン骨子案を示しました。 

 １、適切な運営のための体制整備、２、合理的で、

かつ効率的、効果的な活動の推進のための取り組み、

３、適切な休養日等の設定、４、生徒のニーズを踏

まえたスポーツ環境の整備、５、学校卖位で参加す

る大会等の見直しの５項目に取り組みを指摘してい

ます。 

 中学校におきましては、スポーツ傷害やバーンア

ウト、燃え尽き症候群の予防並びに週２日の休養日

を設けることが望ましいとされておりますが、実態

はどうなのか。週２日休んでいるのか、本年度の本

市の中学校で実際に週２日休養日を実施した部活の

数は幾つあったのか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 週２日の休養日を

実施している部活動の数についてお答えします。 

 本市の中学校には、現在、バスケットボール部、

バレーボール部、ソフトテニス部、弓道部、野球部、

サッカー部等、32の部活動が設置されております。

平日には、おおむね１時間30分から２時間、土日に

はおおむね３時間から４時間活動しております。 

 全ての部活動において、土日のいずれかでノー部

活デーを設定しており、土日に練習試合や大会出場

などがある場合は、平日に振りかえてノー部活デー

を設けております。 

 このように、全部活動で週１回の休養日を設けて

おりますが、現在のところ週２日の休養日を設けて

いる部活動は一つとなっております。 

○９番（中里純人君） 週２日の休養日を設けてい

るところは一つということでございますが、先生方

の中には熱心に指導する方、経験がなかったり、子

育てやプライベートな諸事情などで積極的にしたく

ない方などいろいろいらっしゃるようでございます

が、部活動に対しまして、何人の先生がかかわって

いるのか、また、その中で経験のない先生の状況は

どうなのか伺います。 

 あと、調査によりますと、公立中学校の48％の方

が、校務と部活動の両立に限界を感じていると答え

ていますが、本市の教員は校務との両立の状況はど

うなのか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 初めに、部活動に

かかわっている教職員数と未経験者数についてお答

えいたします。 

 本市の中学校に設置された32の部活動の正副顧問

は全て教職員が務めており、正顧問は32人、副顧問

が36人、計68人となっております。 

 市として、部活動の指導に当たる正顧問のうち、

担当する部活動の指導や競技等の経験のない教職員

は17人おります。 

 続きまして、部活動と校務の両立の状況について

お答えいたします。 

 部活動は、同好の生徒がより高い水準の技能や記

録に挑戦する中で、自主性、協調性、責任感、連帯

感などが育成され、生徒と教職員の円滑な人間関係

の形成が図られるなど、生徒指導においても大きな

役割を果たしております。 

 こうした部活動の教育的意義を背景としまして、

全国のほとんどの中学校では、教職員が部活動の指

導をすることが多いのが実態でございます。 

 部活動と校務の両立の状況について、各中学に聞

き取り調査をしましたところ、ほとんどの教諭が部

活動と校務を両立できているとのことです。 

 しかし、校務の業務量の増加や、部活動の専門性

などの問題によりまして、部活動と校務の両立に負

担を感じている教員もおると思われます。顧問の教

員だけに運営、指導を任せるのではなく、校長のリ

ーダーシップのもと、学校組織全体で部活動の運営

を行う体制づくりを推進するとともに、外部指導者

や部活動指導員の活用等についても検討してまいり

ます。 

○９番（中里純人君） 部活動に対しましては、学

校全体で取り組んでいくというようなことでござい

ますが、今後、尐子化によりまして、部活動の見直

しなどを検討しなくてはならなくなると思っており

ますが、保護者やＯＢなどの協議等に教育委員会も

積極的にかかわっていくべきではないかと考えてお

ります。 

 また、地域行事と部活動が重なって、部活動優先

になって参加が尐ないといった声が前から聞こえて
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おりますが、どうか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 確かに、部活動とか、あ

るいはスポーツ尐年団活動、それによりまして小中

学生を対象とした地域行事への参加が尐なくなって

いるということがよく聞かれます。 

 そこで、第３土曜日は青尐年育成の日ということ

で、社会教育を中心にしながら、この日は子ども会

活動に参加することとか、あるいは、先ほど来あり

ますように、教職員の勤務時間の削減に、多忙化に

歯どめをかけるためにも、この部活動休養日を２日

にすると、休みを２日にするということ等も報道さ

れ、なお、この部活動の休養日の２日への拡大とい

うことが今よく叫ばれているわけでございますが、

２月23日付の新聞報道によりますと、県教育委員会

はさきの県議会で、公立中学校及び高校の部活動の

休養日を原則として土日いずれかに１日、平日、月

曜日から金曜日までに１日、合計２日、１週間に２

日休養日という方針を示しております。 

 今後、私どもも県教委の指導を踏まえながら、適

切な部活動運動に向けた対応を進めてまいりますけ

れども、部活動の休養日の設定につきましては、賛

同いただける保護者もいらっしゃいますが、一方で

は、もっと練習日を増やしてほしいという要望等も

ございます。 

 保護者の方々の御理解や御協力を得ながら、生徒

や教職員の過重負担が解消されまして、適切な部活

動の運営がなされるよう指導してまいりたいと思っ

ております。 

○９番（中里純人君） 部活動の外部指導者の導入

の状況について伺いますが、教職員以外の外部の指

導者の導入の実態はどのようか。本年度、何名の方

が、どのような部活に何時間ぐらい当たっておられ

るのか。また、安全確保に対する研修とかは十分な

のかということ。それから、希望する学校に配置さ

れているのか、教育委員会の方針とか考え方はどの

ようなのか伺います。 

○学校教育課長（松山隆志君） 外部指導者の導入

の実態についてお答えいたします。 

 現在、本市においては、10人の外部指導者に御指

導いただいております。 

 御指導をいただいている部活は、バスケットボー

ルが４人、ほか、ソフトテニス、バレーボール、卓

球、剣道、弓道、総合芸術が１人ずつとなっており

ます。 

 指導時間につきましてば、お仕事等の御都合に合

わせて御指導に当たっておられますので、一概には

申し上げられませんが、平日はおおむね１時間30分

から２時間、土日の部活がある日につきましては、

おおむね３時間から４時間で御指導いただいており

ます。 

 それから、外部指導者の希望ですね、各学校の希

望に即しているかという御質問ですが、現在、各外

部指導者につきましては、それぞれの学校におきま

して、各部活動の必要に応じて人選を行い、御指導

を依頼しております。 

 各部活動の必要に応じて外部指導者を依頼できて

いるかについて、各中学校に聞き取りをしましたと

ころ、現在、外部指導者を必要としている全ての部

活動において、外部指導者の活用がなされていると

のことです。 

 外部指導者の皆さんは、その競技や文化活動等の

経験者であり、専門的な知識、技能をお持ちでござ

います。その経験を活かしていただくことで、生徒

のさらなる技能等の向上が期待できます。 

 こうした部活動指導の充実や教職員の負担軽減の

観点から、今後さらに外部指導者の活用を積極的に

行うことが大切であると考えております。 

○教育長（有村 孝君） 外部指導者の方々への安

全対策でございますけれども、部活動はあくまでも

学校の生徒指導上、極めて大切な活動でございます

ので、教師と同じような資質、能力を持っていただ

いて、生徒指導の一環として、スポーツなり文化活

動を指導していただくわけでございますので、その

中に安全指導というのも、もちろん第一に、依頼す

るときにそれぞれ学校長、学校側からお願いをして

おります。 

 また、私ども教育委員会のほうからも、外部指導

者の方々にはそのような注意は随時いたしていると

ころでございます。 

○９番（中里純人君） 今後、放課後とか夜間の見
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守りなどを地域に任せる方針のようでございますが、

中間まとめには、朝の登校指導とか学校の清掃等を

民間や地域に委ねることも記載されております。 

 今後、地域は学校に対してどのようにかかわりを

持っていくべきなのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 地域が学校のさまざまな

部活動以外にも関わってほしいということもござい

ますが、特に地域の方々の部活動へのかかわり方に

ついて私ども、今、議員もちょっと仰せになりまし

たけれども、地域の部活動への関わり方については、

昨年12月の中央教育審議会の学校における働き方改

革に関する中間まとめを受けまして、文部科学省が

まとめた「学校における働き方改革に関する緊急対

策」では、部活動の顧問について、教職員の負担軽

減や、生徒への部活動指導の充実の観点から、外部

人材や部活動指導員の活用を積極的に行うことが求

められております。 

 また、地域の総合型のスポーツクラブとの連携を

進めること等も含まれております。 

 地域の方々が部活動以外で、今、私どものいちき

串木野市では、本年度から全小中学校に学校運営協

議会というのを設置いたしました。 

 この協議会の導入によりまして、保護者や地域住

民が学校に協力的になりましたとか、あるいは、学

校支援活動が活発になったなどの成果が報告されて

おりますが、いわゆる学校を部活だけじゃなくて、

学校の教育活動全般を応援していただく、そういう

応援団として、学校運営協議会に機能を持っていた

だいております。 

 先ほど申しました、非常に喜ばれているといいま

しょうか、学校教育に対する理解もそうですけれど

も、御指導、御理解いただいて、学校職員の負担軽

減にもつながっているし、また、学校長の学校経営

にも非常に大きく貢献しているのではなかろうかな

と思っております。 

 ですから、地域の中の学校づくりということも、

今後も学校運営協議会等を中心にしながら進めてま

いりたいと思っております。もちろん、その中で部

活動等のこともございます。 

○９番（中里純人君） 今、お述べになられました

ように、コミュニティスクールが導入されまして、

学校運営協議会において、地域ぐるみの学校づくり

というのが行われているようでございます。 

 照島地区の一例を紹介しますと、照島地区では41

年続いております地域の伝統行事であります凧揚げ

大会が新年早々に開催されました。 

 今年初めての取り組みとして、照島小学校で凧づ

くりの教室がありました。地域の皆さんと子どもた

ちと一緒になって凧をつくって、それを持ち寄って、

当日は多くの参加者があったわけでございますが、

今、紹介しましたように学校と地域が一体となって

関わっていくというようなことが肝要かと思ってお

ります。 

 次に、先日、名古屋大学大学院の内田准教授の講

演会に参加しました。「学校に働き方改革の風を」

というテーマでしたが、長時間労働の現状とか、給

特法と労務管理の問題などの話の中で、特に指摘が

あったのが、授業以外の面倒な仕事を教員みずから

が子どもたちのために教育的意義があると信じて続

けている。一例を挙げられましたが、部活動では競

技経験のない先生が部活動を生徒と一緒にするうち

に楽しくなってきて、自分で競技について勉強して

指導し、一つ勝てば、さらに上を目指して練習時間

が増え、自分の時間や子どもと接する時間がなくな

って、後戻りできなくなる。結局は子どもたちのた

めにならなくなる。教員自らが自主的な働き方につ

いて考えるべきであるという指摘がありました。 

 このことにつきまして、見解がありましたら伺い

ます。 

○教育長（有村 孝君） 部活動指導につきまして

もそうですけれども、やはり教師というのは、部外

の指導者を依頼するということも大事ですけれども、

部活動については、やはり素人でも、生徒指導上と

人間関係をつくるためには、やはり学校の教職員が

直接苦手な競技種目でございましても、あるいは文

化面でございましても、やっていくのが教育上は非

常に好ましいことじゃなかろうかなと思います。部

活動の趣旨の一面ではございますけれどもですね。 

 ただ、どうしてもそういうことができない場合、

先ほど来ありますように、部外指導者をお願いして
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いるわけですが、元はやはり教育は教師の人なりだ

ろうと、考え方、自主的なといいましょうか、そう

いったように、議員仰せのとおりの意識を持って、

気持ちを持って、子どもの教育に当たるべきだろう

なと思っております。 

 そうすることが、さまざまな体験を通していく中

で、教師の中にも培われていくのかなと思っている

ところでございます。 

 もちろん部活動を嫌がる教職員もいらっしゃるし、

また、学校事務が面倒だとか、いろいろございます。 

 ただ、私どものいちき串木野市では、そういった

ような学校の担任教師がする業務以外の、いろんな

事務もございますけれども、事務職員が応援をする

とか、あるいは、給食費等につきましては、本市で

はもう学校担任は集めませんので、その点は業務上

は削られているということになっているわけですが、

あるいは、学校主事さんがプリントを印刷してあげ

たり、学校内でできることは学校内でと、そのこと

がまた、先生方の意識を高めていくということにも

つながっていくんじゃなかろうかなと。学校はあく

までもチームとして頑張っていただいておりますの

で、一人ひとりが力を合わせながら、尐々無理もあ

るでしょうけれども、お互いに譲り合いながら、助

け合いながらやっていただくと、それがまた、子ど

もへの教育力の向上にもつながっていくし、学校の

教育力の向上にもつながっていくんじゃなかろうか

なと思います。チームということで今、校長会を通

じて学校づくりを進めているところでございます。 

○９番（中里純人君） 先ほど、市長がお述べにな

りました設置してあります総合教育会議で十分に論

議されて、具体的施策を実施されることを希望いた

します。 

 次に、かごしま県民のための自転車の安全で適正

な利用に関する条例が昨年の３月に制定されました。 

 条例の目的には、自転車の安全で適正な利用に関

し、県の責務並びに自転車利用者、販売業者、貸付

業者、事業者、県民、保護者、学校の長及び関係団

体の役割を明らかにするとともに、自転車の安全で

適正な利用に関する施策の基本的事項を定めること

により、自転車が関係する交通事故の防止及び被害

者の保護を図り、県民が安心して暮らすことのでき

る地域社会の実現に寄与するとうたわれております。 

 2017年の交通事故件数のうち自転車によるものが

19％で、そのうち死亡者が13％に上るようです。 

 携帯を使いながらの運転とか、ブレーキのない自

転車での事故が多発しております。去る15日には、

川崎市で女子大生が左手でスマホを操作し、右手に

飲み物を持ってハンドルを支え、77歳の女性と衝突

して、死亡させております。 

 この条例によりますと、学校長の役割としまして、

児童生徒の交通安全教育の実施に努めるものとされ

ております。 

 これまでも交通安全に関しましては、さまざまな

取り組みがなされてきたと理解しますが、昔は小学

校では自転車に関しまして、運転技術によって運転

許可証というのが発行されていたのも記憶しており

ますが、安全教育についてはどのようか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 交通安全教育の実施状況

についてでございますが、各小中学校における交通

安全教育の実施状況につきましては、毎年、年度初

めの４月ないしは５月に交通安全教室を実施いたし

ております。 

 小学校１、２年生につきましては、主に安全な道

路歩行や道路横断の仕方について、また、小学校３

年生から中学生には、主に自転車の点検の仕方や、

正しい自転車の乗り方について指導がなされており

ます。 

 校庭等に特設しました信号機のある模擬交差点を

使いまして、実際に道路の安全な渡り方や、自転車

の安全な運転の仕方を体験を通して学ばせていると

ころでございます。 

 また、学校によっては警察署の職員による交通安

全教室等も行われております。 

○９番（中里純人君） 10月１日から自転車損害賠

償保険等への加入とか、乗車用のヘルメットの着用

に関する規定が施行されました。 

 自転車の利用者は保険への加入義務並びにヘルメ

ットの着用の努力義務、保護者におきましては、幼

児、児童、生徒へのヘルメットの着用が義務づけら

れております。 
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 自転車の事故による損害賠償も多額であると報じ

られておりまして、9,000万円を超える事例もある

ようでございます。 

 児童生徒への指導並びに保護者への啓発はどのよ

うになっているのか、ヘルメットの着用状況、あわ

せて損害賠償保険の加入状況等について伺います。 

○教育長（有村 孝君） 自転車による事故、特に

児童生徒への指導及び保護者への啓発についてです

が、極めて大切なことじゃなかろうかなと認識して

おります。 

 児童生徒への指導及び保護者への啓発がどのよう

になされているかでございますけれども、このたび

の、先ほど御案内がありましたように、かごしま県

民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例

というのが制定されました。これによりまして、保

護者が中学生以下の子どもにヘルメットを着用させ

ることや、自転車利用者の自転車損害賠償保険への

加入が義務化されました。これまでは努力義務でし

たけれども、義務化されました。 

 市教育委員会からは、昨年８月にかごしま県民の

ための自転車の安全で適正な利用に関する条例の施

行に伴う適切な対応についてという文書を各小中学

校に送付いたしまして、ヘルメットの着用や自転車

損害賠償保険の加入について、児童生徒や保護者に

指導や啓発をするよう学校長に通知を出したところ

でございます。 

 児童生徒に対しましては、先ほど申し上げました

交通安全教室等において、条例が制定された理由や

守らなくてはならないルール等を学年に応じて説明

や指導が行われているところでございます。 

 保護者に対しましては、各小中学校で学級・学年

ＰＴＡ等での条例についての説明を初めとしまして、

学級通信や学校だより等で条例に関する情報提供を

行っております。 

 また、市教育委員会から鹿児島県生活文化課の作

成いたしましたチラシを学校に配布いたしまして、

ヘルメット着用と自転車損害賠償保険加入の啓発を

行っているところでございます。 

○学校教育課長（松山隆志君） ヘルメットの着用

率と、それから保険への加入状況についてお答えい

たします。 

 ヘルメットの着用状況につきましては、自転車通

学をしている本市の中学生は、11月現在で100％着

用しております。 

 また、通学時以外の小中学生につきましては、２

月現在の調査では、おおむね着用できているようで

すが、全員が着用するよう、再度、学校に指導した

ところでございます。 

 また、自転車保険への加入状況につきましては、

自転車通学をしている本市の中学生は、11月現在で

100％加入済みです。 

 また、通学時以外については、各小中学校で斡旋

しております鹿児島県ＰＴＡ自転車安全会への自転

車を持っている児童生徒の加入率は、小学生で

15.5％、中学生で27.4％です。 

 実際には、別の任意保険に加入していたり、自転

車そのものに保険がついていたりする場合もありま

すので、各家庭で確認の上、未加入の場合は、加入

の必要性について広報、啓発するよう、各小中学校

に指導しておりますが、今後も繰り返し指導してま

いりたいと思っております。 

○９番（中里純人君） 私ごとでありますけど、昨

年の末に歩道を歩いておりましたら、小学生の運転

する自転車に追突されまして、その場は優しく交通

指導してあげたわけでございますが、家に帰りまし

たら、大きなつぐろじんができておりまして、改め

て自転車は便利な乗り物であるとともに、凶器でも

あると思った次第でございます。引き続き、安全な

利用について指導をお願いしたいところでございま

す。 

 続きまして、松林の保全と観光についてでござい

ます。 

 吹上浜の県立自然公園は、本市の羽島崎から单さ

つま市の相星川に至る47キロメートルで、鳥取、九

十九里浜と日本三大砂丘の一つであるということは

御案内のとおりでございます。 

 照島から市来海岸への松林を伴った砂丘海岸の景

林は、本市の観光の目玉として、また、ウオーキン

グとかジョギングの健康づくりに親しまれていると

ころでございますが、ＮＨＫの「家族に乾杯」で全
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国放映されました照島海岸から見る水平線への夕日

の美しさというものは記憶に新しいところでござい

ます。 

 この吹上浜の砂丘は、飛砂で集落や耕地が埋まり、

幾度となく松林の植樹がなされまして、300年もの

年月をかけて、国営事業として保安林に指定を受け

て完成したということでございます。 

 本市では、照島、市来地区におきまして、居住地

を守る重要な松林となっているところでございます

が、数年前から照島公園におきまして、松枯れが見

られるようになりました。 

 先日、私が確認したところ、約40本の松枯れの被

害がありまして、松くい虫というのは伝染病で、

次々と被害が拡大していくようでございます。 

 照島から市来地区に係る保安林への影響はないも

のかと心配するものでございますが、県下における

松林の松くい虫の被害の状況並びに本市の状況とい

うのをどのように認識されているのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 照島神社は、日本神話に出

てくるイザナギノミコトとイザナミノミコトの子で

あるエビス神が葦の船で海に流され、薩摩の国、照

島浦に流れ着き、近くの美しい小島に上陸され、こ

の島を照島と名づけたという言い伝えがあります。 

 照島は入り口の太鼓橋、男池、女池や驪龍巖など、

自然景観を活かした本市有数の観光スポットである

と考えております。 

 この歴史ある観光地照島の松を何とか守っていき

たいというふうに考えております。 

 お尋ねの被害状況等については、担当課から説明

をいたさせます。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 松林の保全につき

ましては、年２回実施の地上散布を初め、樹幹注入、

松くい虫の被害木の伐倒、薫蒸を毎年行っていると

ころであります。 

 県内の松くい虫の被害状況は、県全体で平成26年

度がおよそ７万9,000㎥、27年度が６万6,000㎥、28

年度が５万3,000㎥と減尐傾向にありますが、鹿児

島地域振興局管内では、平成26年度が24㎥、27年度

が52㎥、28年度が282㎥と増加傾向にあります。 

 本市の状況につきましては、平成26年度が６㎥、

27年度が５㎥、28年度が97㎥と増加しております。 

○９番（中里純人君） 被害は、本市では増加傾向

にあるとのことでございますが、全国におきまして、

長野県と鹿児島県は突出しているようでございます。 

 私なりに調査したわけでございますが、長崎鼻の

公園には被害というのは見られませんで、照島の海

岸に２、３本確認いたしました。 

 先ほどお述べなりましたように、駆除については

航空機による薬剤散布とか樹幹注入がなされている

ようでございますが、この照島公園の感染被害に効

果的な方法ないものか、長崎鼻とか照島、市来の保

安林への伝染の可能性というのはどのようなのか伺

います。 

 また、地元を初め照島海の駅を訪れる方も、照島

の枯れた松を目にして、景観が台なしというような

指摘もございます。枯れた松の伐採をどのようにす

るのか、今後に向けた松の植樹の計画とかないのか

伺います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） まず、伝染の可能

性でございますが、毎年、冬に松くい虫の被害木の

調査を実施しております。 

 議員お説のとおり、長崎鼻保安林のほうについて

は被害は確認されておりません。また、照島保安林

につきましては、海岸管理棟の近くに１本、それと

別府のほうに数本被害がございます。 

 地上散布等の被害防止対策の効果により、大きな

被害には至っていない状況でございます。 

 今後も、松くい虫防除のための地上散布や樹幹注

入を実施して、被害拡大防止に努めてまいりたいと

考えおります。 

○市長（田畑誠一君） 照島神社の松林といいます

か、伐採と植樹の計画についてのお尋ねであります。 

 照島の伐採及び植樹の計画につきましては、照島

は本市有数の観光地であり、また、隣接する保安林

への影響も考えられることから、今年度、県の地域

振興推進事業の西薩地域観光拠点周辺森林整備事業

を活用して、照島の残っている松への樹幹注入を実

施したところであります。 

 しかしながら、先ほど中里議員お述べになりまし

たとおり、タイミングがずれたのかよくわかりませ
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んが、約40本の松枯れが生じたところであります。 

 この処理につきましては、重機や車両が島内に出

入りできないことから、多額の費用が予想されます

が、大事な松を守るため、県の補助事業等を活用し

ながら、対応をしてまいりたいと考えております。 

 また、植樹につきましては、神社の関係者や地域

の方々と今後、協議してまいる考えであります。 

○９番（中里純人君） 対応していきたいとのこと

でございます。 

 伐採した松の搬出というのにかなりの費用がかか

るようでございまして、この松を鹿児島大学の水産

学部におきまして、魚礁に活用できるようなお話も

聞きましたが、その点については研究されておられ

ないのか伺います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 松を魚礁に使えな

いかということでございますけど、約20年ほど前に

鹿児島大学の水産学部がそのような実験を行ってい

るようであります。 

 その論文によりますと、木にコンクリートを施し

まして、県内の５カ所の海に沈めて実験をしており

ます。結果といたしましては、海中に生息する二枚

貝のフナクイムシの食害が大きくて実用には至って

いないということであります。 

○９番（中里純人君） 次に、照島の観光について

でございますが、照島の公園には、かつて猿や鹿が

飼育されておりまして、市の職員による鹿の角切り

というのが春の風物詩としてテレビで放映されてお

りましたが、多くの観光客で賑わっていたわけでご

ざいます。 

 その後、飼育する方が亡くなりまして、猿は沖ノ

島へ、鹿は阿久根大島へ引き取られていったわけで

ございますが、先ほど市長が述べられましたように、

1790年に篤姫の祖父である26代の島津斉宣公が命名

しました、竜が玉を抱いてうずくまる姿に見えます

驪龍巖、それから湾曲した吹上浜砂丘から野間崎へ

のすばらしい景観というものが、市内の皆様にとっ

ては憩いの場、島として親しまれてきたわけでござ

います。 

 また、ここは徐福到陸の地といわれまして、秦波

止といわれる突堤からは、冠岳が臨まれまして、徐

福一行がその山を目指して冠嶽に行ったというよう

なことも言われております。 

 また、冠岳も現在は徐福公園とか、徐福像、冠嶽

園、イベント等いろいろなされておるわけでござい

ますが、先日も立派な冠岳のパンフレットをいただ

いたわけでございますが、徐福伝説の折にも、この

照島への到陸というようなことは一切触れられてお

りませんで、やはりこの辺ももう尐し照島にも力を

入れていただけたらと、また、朝鮮陶工の上陸の地

でもありますし、壺屋の丘で窯を開いて美山に移り

住んで、薩摩焼の今日が築かれたというようなこと

もございますので、もっと力を入れて観光地化して

いただきたいというような気持ちでございます。 

 また、公園の中にはベンチとか遊具等が設置され

ておりまして、海沿いにも遊歩道も昔から整備され

ておりますが、最近は松の木が生い茂り、それもま

た、先ほど申しましたように、松枯れが生じ、今度

は松以外にも樹木が生い茂って、揺れる平均台とか

遊動木といった立派な遊具も壊れたままで放置され

ております。 

 先ほど市長も照島観光への思いを述べていただき

ましたが、多くの物語を秘めた照島公園の観光とい

うことについて、再度、どのような見解をお持ちな

のか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 照島の整備についてであり

ます。 

 県立吹上浜自然公園の一角を担う照島は、驪龍巖

や男池、女池など、自然景観を活かした癒しの観光

スポットであると思っております。お述べになられ

たとおりだと思います。 

 市内の観光ルートの中にも照島神社、照島海の駅

を入れた観光コースの設定やパワースポットめぐり

のコースを設定し、情報発信をしているところであ

ります。また、これも全国に話題になりました、お

述べになりましたとおり、ＮＨＫの「家族に乾杯」

で放映されました。とても好評であったようであり

ます。このように、とても大変魅力的な本市の観光

スポット、癒しの場でもある照島であります。 

 今後とも、遊歩道の整備などにつきましては、自

然公園を指定している県、さらには関係者の方々と



 
- 30 - 

の協議をしながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

○９番（中里純人君） 県や関係者と協議しながら

取り組んでいくということでございますが、私、頴

娃の釜蓋神社を訪れまして、神社は女性のサッカー

選手が祈願してから一躍脚光を浴びて、市のほうで

駐車場とかトイレも整備されて、立派なものができ

ておりましたが、さらに、神社の裏の遊歩道とかも

整備されまして、多くのお客さんで賑わっておりま

した。 

 これが单薩の観光スポットとなっておりますが、

この神社にも劣らないような照島公園の景観という

ものを西海岸の観光スポットとして、以前のような

取り組みで再び活かせないものかと思うものでござ

います。 

 あと、島平地区には、以前、多いときで16隻のマ

グロ船があったわけでございますが、漁に出向して

いるときに、照島の沖から航海の安全と大漁を照島

神社に祈願して漁場に向かったということから、か

じ取り神社とも呼ばれてもおりました。 

 数年前から飲食業の組合で、マグロの尾身を使っ

た舵取り丼が提供されておりますが、観光案内所に

おきましても、何とかタイアップできないものかと

取り組んでおられるようです。私も何とか活性化に

役立てたらと思っておりますが、見解を伺いまして、

質問を終わりたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになりましたと

おり、マグロ船が出向のとき、私も松栄丸を見送り

に行きました。港を出てから照島神社の前に停船し

て、みんなで御神酒を上げて拝むということを聞き

ましたので、わざわざまた照島海岸の防波堤のとこ

ろまで私も見に行きました。実際、その光景を見さ

せてもらいました。 

 私もかつて船に乗っておりましたので、長い航海

の旅出に、航海安全もですけれども、大漁を祈る気

持ちで、乗組員の皆さん方が船頭さん以下、拝まれ

る姿を見て、何と言いますか、漁業者として、まさ

にむべなるかなという思いをしたところであります。 

 さて、その舵取り物語についてでありますが、市

飲食店組合や市観光特産品協会などで企画をされて

いる舵取り物語については、非常におもしろくて、

インパクトのある取り組みだと思います。ぜひ取り

組みを進めていただけたらと考えています。 

 市といたしましても、風光明媚な照島の情報発信

や市全体の観光振興、特産品の振興に、この舵取り

物語を役立てていけたらなというふうに思います。

非常に神秘的と言いますかね、とってもいいことで

はないかなというふうに思っております。 

○議長（平石耕二君） 次に、西別府治議員の発言

を許します。 

   ［７番西別府 治君登壇］ 

○７番（西別府 治君） この地域は、昭和50年代

より宅地化が急激に進み、40年間で大きく変貌し、

人口増が図られてきました。しかし、道路や排水路

は一部では改善されましたが、農地の原型を崩すこ

となく家屋が張りついてきております。 

 そこで伺います。酔之尾・島平線の排水路改良に

ついてですが、市道の現状について伺います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西別府治議員の質問にお答

えいたします。 

 市道酔之尾・島平線、酔之尾川からいちき串木野

警察署北側を通り、国道３号までの１車線の道路で、

延長約425メートル、幅員は2.6メートルから4.9メ

ートルであります。うち200メートルの区間は、道

路より約１メートル下に農業用排水路として落蓋式

側溝500型が設置をされておりますが、現在は、お

述べになりましたとおり、住宅化により生活排水や

雤水排水として利用されている状況であります。 

 また、当該路線は照島小学校の通学路となってい

ることから、平成24年度に通学路の合同点検が実施

されており、交通安全対策が課題であると認識をし

ているところであります。 

○７番（西別府 治君） かなり高低差といいます

か、水路と道路との高低差がかなり大きい状況であ

ります。そこらあたりを含めまして、市道栗屋田線

とのアクセスも当然考えていかなければならないの

かなと思っております。 

 それで、排水路を暗渠化して、道路を拡幅するこ

とが可能ではないかなというふうに考えております
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が、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 高低差があるので排水路を

暗渠化したらどうだろうかという御提言であります。 

 このことは御承知のとおり、平成27年９月議会で

したか、中里純人議員の一般質問があり、今お述べ

になりましたとおり、排水路の暗渠化など整備方法

について答弁をしているところであります。 

 そのことを受けまして、平成28年度に警察署から

国道３号側への約100メートル区間について概略設

計を実施したところであります。今後は、国庫補助

事業などにより事業化が可能であるかなど、財源確

保や排水路の工法を含めた整備方法について総合的

に研究してまいりたいと考えております。 

○７番（西別府 治君） 通学路ということでは、

当然、見解としては持っております。 

 ただ、地域の暮らしやすさ、また、利便性のこと

を考えますと、あの一帯が、結局農地そのもので家

屋が張りついておりますので、それがもう40年間続

いているということをやはり重視していかなければ

ならないのではないかなということであります。 

 御案内のとおり、新しい家もできてきております、

周辺にはですね。ですから、あの部分だけがどうし

てもそのまま残っている状況であります。 

 警察のほうとしての、そういった見解というのも

ございますけど、総合的なまちづくりの観点から申

しましても、適切な予算というのを獲得しながら、

年次的な部分でもいいと思います。一気にやるとい

うことになれば、計画としては、今、説明がありま

したようにあられると思いますけど、年次的な部分

も含めながらやっていくことが、最終的には栗屋田

線にお住いの方は、今のところ、ここを通られて日

常生活されています。そして、例えば金子病院のほ

うから入ってきて栗屋田に入りますけど、あそこで

出会い頭で、暗渠になってないもんですから、道路

が狭くてバックをしたり、地域住民の方々が非常に

御不便をなさっている状況であります。 

 また、地域からも早い段階での、あそこの区間だ

けでも暗渠化をすることによって、道路幅が確実に

拡幅できますから、４メートルをはるかに超える道

路になってきますので、そういったのを急いでいた

だきながら、全体がまだまだ住宅化が図られて、人

口増対策にもかなりウエートを乗せていける地域で

ございますので、具体的な検討に入っていただきた

いと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、西別府議員がお述べに

なりましたとおり、かつては照島地区の有数な美田

だったと、田んぼだったと思いますね。だから、そ

れだけにちゃんとした用水路があったわけですが、

その用水路があって、現在は急速に宅地化が進んで

いますから、用水路と宅地の高さが１メートルぐら

いあります。したがいまして、それを埋めて、その

高さを一定にしたら道路も広く使えるし、それこそ

交通安全上も非常にいいと思うんですが、ただ、申

し上げましたとおり、その高低差が１メートルある

ものですから、事業化をするとしたら多額の事業費

が見込まれます。 

 したがいまして、今現在、国庫補助事業等につい

て事業化ができないか、可能な限り財源確保を含め

ながら、これから総合的に整備方法そのものについ

て研究してまいりたいと考えております。 

○７番（西別府 治君） 総合的に研究されるとい

うことでございますけど、昭和50年あたりから農村

整備事業というのがありまして、都市部に比べて周

辺の農業施設と農地等が遅れているということで、

かなり国もお金を入れながら整備をしてきたところ

であります。例えば、照島地区であれば前床の整備

とか、ああいったのもその一環ではないかなという

ふうに考えております。 

 ただ、この地域は、結局は住宅が張りつくことで、

予想として、宅地として皆さんが活用をやはりされ

るのではないかなということで、この地域だけは市

長がおっしゃるように、そのままです。ガードパイ

プで囲ったり、法面に尐しコンクリートを打ったり

してありますけどね。一部分、新築のところなんか

は道路拡幅がされまして、暗渠化されております。

警察署から、今の私が言っている栗屋田のあそこな

んかもされてるんですね。それで離合もしやすいし、

非常に有効な道路として活用されております。 

 そして、ちょっと専門的になりますけど、側溝が、

今おっしゃったように500の側溝なんですけど、通
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常、農業用のやつは蓋がかぶさらない側溝ですけど、

これは蓋がかぶせられるように全部そういったので

つくってあります。恐らく、先人の方々がこれはも

う農村整備を受けられないよねと、だからこそ、将

来、宅地化に向かって相当加速するだろうというこ

とで、蓋をかけることによって、土を埋めて、一部

分一部分マンホールみたいな感覚で、下に降りてい

って掃除ができるように今もなっています、あそこ

が。 

 ですから、そういった工事をすることで、かなり

有効な道路として、田んぼの土手の側溝があった道

路から、本格的な住宅地としての道路に生まれ変わ

ることができるというふうに考えております。 

 ですから、側溝を切りかえて、全部布設替をやり

直してということよりも、蓋をかけることで埋め立

てていく、このことで工事が安価に仕上がっていっ

て、しかも、利便性も上がる。もちろん、交通安全

の部分、子どもたちの通学路の部分、そういったの

もあります。 

 栗屋田線から金子病院のほうに出てくるとします

と、どうしても道路が狭くて、出て右側はそういっ

たガードパイプが側溝にあって、大回りして出てま

いります。 

 子どもたちも朝はスクールゾーンですけど、後は、

帰るときなんかは子どもたちはあそこを通って帰り

ますから、そっちのほうからでも非常に危険性があ

る。日常生活路の方々はあそこを使われますから、

何とか早い段階での予算化というのを進めていただ

けたらというふうに考えております。 

○土木課長（内田修一君） お答えいたします。 

 現在、設置されている側溝は縦断用の落蓋側溝で

あります。議員お説のとおり、この地域につきまし

ては宅地化等もあります。そういったことで、生活

空間の安全確保を図るために、周辺にある休耕地の

排水状況等を確認しながら、整備方法について研究

してまいります。 

○７番（西別府 治君） 技術的な部分については、

今、課長からありましたので、研究ということでご

ざいますけど、検討を入れていっていただいて、地

域からの要望もございます。早い段階で何とか。 

 全域ということになりますと、かなりのお金がか

かってまいります。ただ、あそこについては交差点

があり、さまざまな複合的な要素がありまして、今

でも大体20メートルないぐらいです、最も必要とし

ているところがですね。でありますから、それをし

たら、あとは住宅地の乗り入れがあって、その後、

また下流側にいくらかあります。それで何年かで進

めていけば、あのスパンについては警察署から栗屋

田の間はきれいな道路として成り立っていくことに

なります。 

 まず、そこが一番通られるところでありますから、

研究ということでありますけど、検討していただき

ますように、内容を進めていただきますように、前

に進めていく。かなり市長、家が本当にできてきて

おります。ですから、一番いいのかなというふうに

考えております。これはもうこれで終わりたいと思

います。 

 次に、鳥獣害対策について伺います。 

 本市も設定をしておりますけど、鳥獣被害防止計

画の基本方針について伺います。 

 まずその中で、被害の現状及び傾向について伺い

ます。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 鳥獣被害防止計画

における被害の現状と傾向についてでございます。 

 現在、策定しております鳥獣被害防止計画は、平

成27年度に作成されたものでございます。 

 被害の現状といたしまして、平成28年度の実績で

申し上げます。イノシシによる被害が最も大きく、

38ha、217万円。次いで、ヒヨドリが６ha、200万円。

スズメが45ha、150万円。カラスが19ha、150万円。

そのほか、シカ、サル、タヌキ、アナグマの順に被

害がございます。 

 被害の傾向といたしましては、イノシシは年間を

通して水稲、芋類、野菜の順に被害が発生しており

ます。ヒヨドリは野菜、果樹、スズメは水稲が主で

あります。カラス、サルは果樹が主な被害となって

おり、タヌキ、アナグマは果樹、芋類の被害が発生

している傾向となっております。 

○７番（西別府 治君） イノシシについては、年

間を通して被害が継続的に発生しているという話で
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ございます。 

 次に、２番目でございます。被害防止対策と課題

について伺います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 続きまして、鳥獣

被害防止計画の被害防止対策としまして、これまで

同様、銃器並びにわなを中心とした有害捕獲と、電

気柵等の被害防止策の両面から充実させ、被害軽減

に努めるとともに、今後は、地域が主体となって被

害対策を行う必要があるため、有害鳥獣の出没しに

くい集落づくりを推進し、有害鳥獣捕獲対策協議会

と連携して、鳥獣被害防止対策関連の各種事業を活

用しながら意識啓発を含めた対策を進めていくこと

としております。 

 課題といたしまして、猟友会員の高齢化に伴い、

今後、捕獲従事者の減尐が懸念されることから、新

規に狩猟免許を取得する方に対し、講習会受講料の

助成を行うこととしております。今年度は７名の方

が新たに免許を取得し、猟友会員となっております。 

 また、電気柵の設置補助については、今年度から

受益者を３戸から２戸へ、対象面積を合計１haから

0.5haへ緩和し、補助を受けやすくしたところでご

ざいます。 

○７番（西別府 治君） この計画の課題の中に、

やはり猟友会の方々の高齢化というが出てまいりま

す。それにあわせて、新しい方に入っていただくた

めに補助制度とか、さまざまなことをされながら、

何とか今計画が進んでいる状況ではないかなという

ふうに考えております。全体的には、年間を通した

被害がある中において、この課題克服をしなければ

ならないのが今の一番大切な部分になってくると思

います。 

 鳥獣被害の深刻化と広域化に対応した捕獲強化と

いうのが求められているわけでございます。市長も

御存じのとおり、平成25年を基本にして、10年間で

今の有害鳥獣を半減しましょうというのがございま

す。環境省と農林水産省が決定をしているわけでご

ざいます。平成25年当時で413万頭を、平成35年、

10年間で200万頭まで落とす。これも増え続けるの

に対して半減させるわけですから、相当な努力をし

ないといけない、そのくらい被害の状況があるとい

うのがあります。 

 その中で、今回ちょうど30年度が真ん中の５年目

でありまして、さまざまな計画、ローリング、そう

いったのをする年になっておりますので、いろんな

要素というのが今後出てくるのかなというふうに考

えております。 

 それで、本市は市長の大きな鳥獣害に対する思い

というのは早くからあられて、また、猟友会の方々

に対しても懇切丁寧な協力のあり方もしてきていら

っしゃいます。そして、市独自のいわゆる発生に対

して、イノシシですけど、7,000円上乗せなんかも

しながら頑張っていただく状況というのがある、や

はりこういった状況があるのは他市ではないわけで

ありまして、ですから、そういった意味では、２分

の１削減の流れの中にも対応していける状況がある

のではないかなというふうに考えております。 

 そこで２番目に入りますけど、捕獲実態について、

捕獲数の増加傾向について伺いたいと思います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 続きまして、捕獲

数の増加傾向についてという形であります。 

 鳥獣被害対策につきましては、猟友会の方々に御

協力をいただきながら、有害鳥獣捕獲に当たってお

ります。 

 捕獲数の現状といたしましては、過去３カ年の捕

獲数で申し上げますと、イノシシは平成26年度が

448頭、27年度が770頭、28年度が708頭と、27年度

に大きく増加している状況でございます。シカは26

年度に409頭と増加いたしましてから、300頭台で推

移しております。タヌキ、アナグマにつきましては

94頭、221頭、415頭、カラスにつきましては29羽、

100羽、231羽と年々増加傾向にあります。サルにつ

きましては１頭、０頭、３頭と、０頭から３頭の間

で推移をしております。 

 増加の要因といたしましては、耕作放棄地の増加

や放任果樹など、餌となる作物の放置が考えられま

す。 

 今後も、集落内の草刈りや放任果樹の除去など、

地域の方々の協力もいただきながら、被害防止対策

を図ってまいりたいと考えております。 

○７番（西別府 治君） 市長、かなりの増加にな
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っており、効果が出ている状況でございます。 

 ここらあたりの状況を半減していかなければなら

ないわけですね、400が200に半減していきますけど、

増加傾向に対する効果というのがあらわれておりま

すけど、市長、見解としてはいかがでしょうか。そ

ういった、増加してるよということに対しまして。 

○市長（田畑誠一君） 私たち市の大きな課題は、

農業振興も大きな課題の一つであります。農業者の

皆さん方が何カ月もかけて、田んぼ、畑を耕して、

種をまいて、植えて、草を取って、そして、収穫し

て、収穫するときになったら、農家の方の言葉をか

りたら、イノシシと半分取りだと。半分はイノシシ

にやられてということでは、これはもう所得は上が

らないわけであって、所得が上がらないということ

は、農業者の意欲をそぐことになります。ますます

過疎化が、後継者がいなくなる。 

 そういった意味で、猟友会の皆さん方が鳥獣を駆

除してくださるということは、これはもう本当にあ

りがたいことであり、危険も伴う作業だと思うんで

すけれども、一生懸命頑張っておられますので、議

会の皆さん方の御理解をいただいて、今、西別府議

員がお述べになりましたとおり、本市としてはイノ

シシの捕獲１頭当たり7,000円、他市としますと最

高級の額でお答えをしておるんですが、猟友会の皆

さん方がしっかりその期待に応えて、捕獲頭数がど

んどんどんどん増えてきています。 

 ちなみに、また、市の支援としても申し上げます

と、26年度は636万円ぐらいなんですけれども、お

かげさまでどんどんどんどん捕獲していただいてお

りますので、29年度は1,000万円を超えそうであり

ます。1,050万円ですね。 

 これからも農家の方々が、どんどん捕獲していた

だくということは農業の皆さんを守ることですから、

農業振興につながることですから、これからも議会

の皆さんに相談しながら支援をしていきたいという

ふうに考えてます。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 鳥獣被害の作物被

害の推移でございますが、捕獲頭数は年々増えてき

ておりまして、被害額で言いますと、26年度が

1,202万7,000円、27年度が994万8,000円、28年度が

883万5,000円という形で、年々被害額につきまして

は減尐傾向になっております。 

○７番（西別府 治君） 担当課長のほうから懇切

丁寧な補足の説明もございましたけど、減ってきて

いる部分があります。また、市長のほうもさらなる

支援を進めていきたいという考えをお聞きしており

ます。 

 その中において、市長がおっしゃったように、昔

は農家の方々が鉄砲を持って、独自で、いわゆる駆

除をしていっているわけなんです。ただ、それが最

終的に高齢化しまして、鳥獣との戦いに結局疲れ果

てて、農業をやめていかれているのが現状だと思い

ます。その中において猟友会の方々が、いや、それ

じゃいかんでということで強い流れをつくっていた

だいて、本市の政策の中で進めているわけでござい

ます。 

 次の項に入りますけど、いわゆる捕獲コストとい

うのがあります。奨励金はもらっておりますけど、

結局は活動範囲が広くなっている鳥獣被害面積、さ

まざまな要因が変わってきているんじゃないかなと。

そしてまた、耕作放棄地における餌の豊富さ等も含

めながら、増えるスピードというのもまた上がって

きている。そういったさまざまな要件を考えていか

なければならないと思っております。この捕獲コス

トについて伺いたいと思います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 捕獲コストについ

てであります。 

 本市の猟友会では、銃器を所有していらっしゃる

方が22人いらっしゃいます。その方々で犬を飼育し

ている方が８人、また、仕事を持ちながらボランテ

ィアで捕獲をしていただいている方がたくさんいら

っしゃいます。 

 平成28年度の実績で申し上げますと、銃器での捕

獲はイノシシが708頭のうち１頭、シカが376頭のう

ち５頭であります。ほとんどの方がわなによる捕獲

をされている形になっておりまして、したがいまし

て、一概に捕獲コストを算出することは難しい状況

でございます。 

○７番（西別府 治君） 実態といたしましては、

猟友会の方々も含めて、ほとんど捕獲に対するコス
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トというのが、もうボランティア状態に近いんじゃ

ないかなというふうに考えております。広域化して

おりますので、多様な範囲を活動していかれるわけ

ですよね。それに対する経費、さまざまかかってお

りますので、若い方が何人か資格を取られたりとい

う話もございますけど、そういった方々もある一定

のところでしか活動できずに、やはりあとは高齢化

した猟友会の方々の活動というのがウエートが大き

くなってくるんではないかなと思っております。 

 ですから、１回報奨金を出されて、うまくいって

います、頭数管理の状況は。ですけど、全体の今後

の維持、そういった駆除をしていただくための方々

の維持というのを進めていかないといけないわけで

ございますから、聞き取り調査でもいいですから、

市長、１回の猟のこととか、年間を通してとか、ア

ンケートみたいなのをとられてみて、実数というの

を把握されることも今後のために必要ではないかな

とふうに考えますけど、いかがでしょうか。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 猟友会のほうへ聞

き取りをされたらということでございますが、実際、

猟友会のほうといろいろと話をさせていただきまし

て、銃器の場合では銃器代、弾丸代、検査料、許可

更新等の費用がかかっていると。わなについては既

製品のものがありますが、これが大きさによって違

いますけど、箱わなが３万円から10万円程度と。く

くりわなについては5,000円から１万2,000円程度か

かるということで、くくりわなについては自分でい

ろいろと製作されて、2,000円程度でできていると

いう方もいらっしゃいました。 

 また、捕獲をした場合の鳥獣の埋設についてであ

りますが、これについては一人でやると、やはり４

時間程度時間がかっている。運搬した場合も二、三

人で２時間ほどかかるとのことでありますので、金

額的にどういう形というのはちょっと聞くことがで

きなかったんですが、状況といたしましては、こう

いうような状況でございます。 

○７番（西別府 治君） 担当課から懇切丁寧に説

明があるように思っておりますが、市長、内容的に

よくよく聞いてみますと、実態把握ができてないと

いう今の説明であります。聞き取りはしてますよ。

ですけど、実態把握ができていない。 

 市長、ここらあたりを何とか進めていただいて。

それは一生懸命されます。猟友会の方々は努力をし

ながらされております。ただ、最終的には、専門的

な部分で言えば止め刺し等、さまざまなことで何回

も見に行ったりとか、いろんなコストがかかってい

るのが現状でございますので、市長、どうですか、

もう一度、担当課なら担当課でもいいですから、市

長のほうで調査といいますか、聞き取りといいます

か、もう一回、具体的な部分を詰めていただけたら

なと思っておりますけど、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、せっかく生産した農作物が所得に上がらないと

いうことは、申し上げましたとおり、農家の皆さん

の意欲をそぐことになります。したがいまして、い

かにして鳥獣から農作物を守るかということで、猟

友会の皆さんには頑張っていただいております。 

 昨年は、28年度でしたか、708頭も捕獲をしてい

ただいて大変ありがたいことですが、イノシシで言

うと708頭、そのうち銃器によるものは１頭だとは

聞いております。 

 ただ、今、申されましたとおり、広域にわたると

か、いろんな面で猟友会の皆さん方もコストがかか

っておられるということは想像するところでありま

すが、本市はそういった意味で、捕獲した頭数に対

しては、他市と比較してトップレベルの支援をして

おるんでありますが、今、コストにつきましては、

課長のほうから猟友会との聞き取りの話をしました

が、また、具体的なお話はお聞きをしてみたいと思

っております。 

○７番（西別府 治君） 全体的なコストについて

も、また聞き取りを進めていただけたらと思ってお

ります。 

 先ほど、補正の委員会で出た話なんですけど、狩

猟期間については捕獲の支援、報奨金というのが出

ないわけでありますね。実施はしているわけです。

駆除が必要なときは入れていきます。ただ、全体的

な流れの中では、そういった11月から２月の間につ

いては、どうしても捕獲に対するもの、駆除に対す

るもの、この整合性がとれないものですから、効率
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性の問題、最終的にはコストの部分にかかってくる

のかなということでありますので、そういったとこ

ろもまた御検討していただけたらなと思っておりま

す。産業厚生委員会の中で出た話であります。 

 猟友会の方々でありますけど、先ほどから説明が

ありますように、高齢化していらっしゃいます。こ

れはもう本当に事実、皆さんもそうおっしゃってい

ます。あとどれくらいできるかなということも含め

て、そして、活動が大分弱体している部分というの

もあります。捕獲は上がってますけど、全体を通し

て、以前よりやはり弱体している。高齢化と弱体化

が進んでいるのが猟友会の皆様方であります。 

 私たちが今一番考えていかなければならないのは、

この猟友会の皆様がいらっしゃるということで守ら

れている部分というのがあるわけですけど、ここら

あたりをもっともっとさまざまな展開を進めていく

必要があるんじゃないかなというふうに考えます。 

○議長（平石耕二君） 西別府議員、質問の途中で

すが、ここで昼食のため休憩いたします。 

 再開は、午後１時15分といたします。 

             休憩 午前11時57分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（平石耕二君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○７番（西別府 治君） 午前の部を尐し返って説

明をさせていただきますけど、猟友会の高齢化、弱

体化がかなり進んでおりますと。そういった中にお

いて、鳥獣被害対策に何らかのことをしていかない

と、今後、大きな分岐点が迫ってきてるのではない

かなということを考えまして、３番目の質問であり

ます。 

 猟犬の飼育負担と犬の減尐傾向について伺うとい

うことになっていくわけでございます。 

 犬の飼育負担というのは、生まれた犬をそのまま

大きくしても、猟犬としては何か役に立たないみた

いで、小さいころからイノシシを１匹広いところに

飼っていまして、そして、小さなウリボウですけど、

それを追わせて、体をイノシシに合わせて、追わせ

て、噛みついて、ずっとイノシシに負けない犬とい

うのをつくっていかないといけないそうです。中犬

ぐらいになってくれば、もっと大きなイノシシを追

わせたりとかいうことで、やはり飼育の負担という

のがかなりかかるそうであります。 

 その中で、ハンター、犬を持ってらっしゃる方は

必ず銃を持ってらっしゃいますので、このハンター

という方は、免許を取ったから、すぐ撃てて、獲物

を捕らえるということはなかなか難しいらしいです

ね。やっぱり時間がかなりかからないとハンターと

して進めていくことができないみたいです。 

 よく言われるんですけど、猟犬とハンターはセッ

トで展開していく。犬も訓練をしてとれるようにい

く、そして、ハンターも同じように、この繰り返し

をしながら進めていくらしいです。 

 ですから、こういったことをしなければならない

費用負担、それと、レプトスピラ、通常、皆さんは

レプトとおっしゃいますけど、野ネズミの尿が感染

源になって、山に行ったら水がないものですから、

水たまりにあったのを飲んでしまえば、致死率がか

なり100％らしいです。犬が死んじゃうそうですね。

ですから、それのワクチンも常に打っていかなけれ

ばならないという話があるそうであります。ですか

ら、こういったトータルな部分での猟犬の負担とい

うのがかなりかかるということであります。 

 そのことについて、飼育と負担、犬の減尐傾向に

ついて伺います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 猟犬の飼育負担と

犬の減尐傾向ということでありますが、本市の猟友

会では、現在８名の方が合計22頭の猟犬を所有され

ております。猟犬は銃器での捕獲の際に獲物を追う

ために使われますが、頭数は減尐している状況でご

ざいます。 

 猟犬の飼育の負担につきましてですが、費用的に

は１頭当たり年間約20万円かかるとお聞きしている

ところでございます。そのほかに、今言われた育て

る経費というのがまたかかっているのではないかと

考えております。 

 なお、現在の有害鳥獣捕獲は、ほとんどがくくり

わなによる捕獲となっておりますので、銃器での捕

獲はイノシシが708頭のうち１頭、シカが376頭のう
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ち５頭、カラスが231羽のうち19羽となっている状

況でございます。 

○７番（西別府 治君） 担当課のお話によります

と、もう犬は使わないよと、全く使わないような話

をされますよね。わなでいくんだと。確かに国も、

猟犬等のことについては、犬をこうして飼育する方

が尐なくなっておりますので、そういった傾向には

ありますけど、例えば、市長、一斉捕獲というのが

あります。市町村をまたいでとか、県境をまたいで

とか、そうなった場合は、例えば薩摩川内市の人が

犬を出しますと。いちき串木野市の人も犬を出して

くださいよと。やっぱりそういった一斉捕獲をしな

いと、鳥獣は我々が敷いた線以外のところからどん

どん出入りをしますから、そういったことをしてい

く一斉捕獲もしなければならない部分というのも非

常に効果的であるそうです、これは。ですから、わ

なだけではなかなか難しいのかなと。そして、イノ

シシも学習能力が高いもんですから、なかなか箱わ

ななんかも、小さいのは興味があって入りますけど、

大きなのはもう入らないですね。 

 大きなのが子どもを産んで、繁殖して増えていく

わけですから、ですから、いわゆる犬の必要性とい

うのが、今後、私はかなり増えてくるのではないか

なと思います。頭数は箱わな、くくりわなでできま

すけどですね。 

 ですから、そこらあたりを、国の政策等も私もい

ろいろ調べてみるんですけど、適応する特措法とか

鳥獣害の総合対策とかいろいろありますけど、ヒッ

トする部分がなかなかないんですよね。ですから、

これは国に要望をしていただいて、そしてまた、市

独自でも、犬を飼ってらっしゃる方、これは本当に

時間がかかります。成犬になって活動できるまでの

時間というのがかかりますから、何とかここらあた

りのことを、さまざまな方法を使って、犬を減らさ

ない、そして、常にハンターの育成をしながら続け

ていく。犬がいないとハンターはもうないわけです

からですね。そこらあたりはどうでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 大事なこの猟友会の鳥獣の

獲につきまして、やっぱり支援をしたいということ

で、先ほどから申し上げておりますけれども、本市

は他市の水準を上回る１頭当たり7,000円ほど補助

をしております。あわせて、今おっしゃいましたと

おり、これはやっぱり全国一斉に考える問題だとい

うことで、私たち市長会として国のほうに要請をし

てまいりました。おかげさまで、１頭当たり8,000

円という、国が支援制度をつくってくれました。し

たがいまして、今、イノシシ１頭当たり１万5,000

円ということになります。 

 そういう経緯もございますが、今のこういう猟犬

の飼育等についての国の補助のあり方というのはな

いものか、その辺はまた研究をしてまいりたいと考

えております。 

○７番（西別府 治君） ソフト面での支援という

ことになると思いますので、さまざまあります。特

措法の中にも、そしてまた総合交付金の中にもあり

ますから、どうか力強い御支援で国のほうに訴えて

いただいて何とか、また、市独自の部分も含めた支

援策を取り入れていただけたらと思っております。 

 次に入ります。アナグマの捕獲支援ということで

ございます。 

 市長、マダニが感染源となって、ウイルスですね、

重症熱性血小板減尐症候群というらしいです。ＳＦ

ＴＳということなんですけど、これは致死率が20％

であります。人が噛まれれば20％は死ぬという致死

率が高いやつでありまして、鹿児島県の状態はどう

なのかといいますと、感染地域の箇所数は宮崎県が

一番多くて49件、そして、鹿児島県がその次で30件

ですね。そして、大分が12件、熊本が６件で、あと

はもうかなり低いんです。宮崎と鹿児島は高いです。

それで鹿児島県の県自体も非常に危機感を持ってい

るわけであります。 

 アナグマがもたらすこのウイルス、これを県も含

めた流れの中で減尐させていかないといけないんで

すけど、なかなかこれがうまくいかない部分がある

のかなと思っておりますので、効果的で短時間な拡

散の防止という意味で、奨励金等の金額を上げなが

ら進めていくことはできないかお伺いをしたいと思

います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） ただいま御説明が

ありましたＳＦＴＳ――重症熱性血小板減尐症候群
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については、鹿児島県において平成26年度から３年

計画でＳＦＴＳの保有状況の調査研究をしておりま

す。これによりますと、マダニのウイルス陽性率は

1.9％、そのほか、国の調査では、アナグマのウイ

ルス抗体保有率は８％という形になっております。 

 今後とも、捕獲に従事される猟友会の皆さんには

十分注意を払っていただきたいと思っております。

また、市といたしましても、常に新しい情報の提供

に努めてまいりたいと考えております。 

 アナグマの捕獲活動の支援についてでありますが、

近隣市とほぼ同じでございますので、妥当な金額で

はないかと考えております。 

 今後とも、猟友会と協力、協議しながら、有害鳥

獣捕獲を進めて、尐しでも農作物等への被害が減尐

するよう努めてまいります。 

○７番（西別府 治君） 担当課から懇切丁寧な説

明がありましたけど、市長、保有率の問題はもう通

り過ぎてるんですね。発症率が鹿児島県、宮崎県に

ついて非常に高いという状況を注視しないといけな

いと思っております。 

 それから、今、市街地にアナグマが巣をつくって、

廃墟のところとかにおります。それで、猫、犬、ペ

ットにつきまして、散歩に行って、家の中で皆さん

飼われるんですね。犬、猫もそうですよね。ですか

ら、これはすぐ人体への影響というのがあるわけで

す。 

 ですから、効果的で短時間拡散の防止を行う、あ

る一定の金額を上げて、集中的に市街地のアナグマ

を撤去していく、このことが私は最も大切になって

いくんではないかなと。人間の感染をなるだけ短い

時間でカットする必要があると思いますが、いかが

でしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、西別府議員がお述べに

なっておりますように、アナグマが最近は市街地に

も出没と言えばいいんですか、するということで、

市街地でも相当捕獲をしておられるようです。 

 私ごとですが、私のうちでも10匹ぐらい、近くの

側溝でとったらしいですね。これが今、マダニを持

っているということで、犬、猫等のペットを介して

人に感染するおそれがあるという、そういう御懸念

の向きのお話でありますが、この捕獲につきまして

は、今、１頭当たり国が1,000円なんですよね。イ

ノシシについては市が7,000円、国はそれを尐し上

回って8,000円ほど補助をしてもらってるんですけ

ど、アナグマに関しては、まだ国は1,000円、それ

から、本市は3,400円補助をさせてもらっています。 

 したがって、現段階では、他市と大体標準並みの

金額を維持してるんじゃなかろうかなというふうに

思っております。捕獲される方が大変御苦労なんで

すけれども、感謝しながら、今の制度でやっていた

だいたらなというふうに思っております。 

○７番（西別府 治君） アナグマにつきましても

イノシシにつきましても、地理的条件というのがあ

ると思います。本市は海岸から住宅地が広がりまし

て、すぐ山が迫っております。ですから、かなり行

き来をしておりますね。イノシシも、この前お聞き

するところによりますと、えびすヶ丘公園に出たり

とかしているらしいです。 

 ですから、他市との関係というのは大切ですけど、

やはり地理的条件も考えながら、人体に影響がある

ようなことはもう明確であります。そして、温暖化

によって大量に発生してるのはダニでありますから、

そういったことも考えながら、また、十分な短期間

での効果というのを発揮できる対策をとっていただ

けたらというふうに考えております。もちろん、そ

れには１頭当たりの価格の上昇というのも含めてで

すけど、そういった流れをつくっていただきたいと

いうふうに考えております。 

 次に入りたいと思います。３番目の、捕獲した鳥

獣の処分及び利活用についてであります。 

 猟友会の高齢化の実態と今後の組織等のシステム

づくりについて伺うということでありますけど、今

までいろんなやりとりをさせていただきました。高

齢化、弱小、地理的条件、さまざまなことがありま

す。犬の減尐、そういったことを深めながら、鳥獣

被害防止特措法で、平成28年度改正で防止策の効果

的な推進をしてくださいということがあります。 

 そして、その防止計画を定める市町村、ここの中

で指定管理鳥獣保護事業というのがございます。こ

の指定管理事業を取り入れるところは、相互に連携
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を図りながら協力するように努めなければならない

とあります。 

 この指定管理鳥獣、これを説明するとかなり長い

時間になりますけど、高齢化、さまざまな条件によ

って、なかなか従事する人が尐なくなっていくだろ

うなと。片や、反面、本市は強い力で猟友会の方々

を支援しておりますから、まだまだ何とか持続可能

な部分があると思います。この持続可能な部分があ

るときにこそ、次の政策を打っていく。それが認定

鳥獣捕獲事業者制度というのがあるみたいです。こ

れは国も担当課には説明をしておりまして、民間の

活力を入れながら、そういった組織体を組織して、

持続可能な鳥獣害対策を進めていくというのが大き

な国の方針になっているそうであります。 

 そこで、認定鳥獣捕獲事業者等の制度導入につい

て伺います。 

○農政課長補佐（富永孝志君） 認定鳥獣捕獲等事

業者制度の活用ができないかとの御質問でございま

すが、この制度はさまざまな要件を満たす法人が都

道府県の認定を受けて鳥獣捕獲を実施できるという

制度でございます。現在、県内では２事業体が認定

を受けている状況であります。 

 この制度の認定を受けるには、先ほど言いました

法人でなければなりません。猟友会は現時点では任

意団体でありまして、法人ではありませんので、こ

れは制度導入が何年か前だったんですけど、このと

きに猟友会の意向をお聞きしましたが、その時点で

は認定申請の意向はないとのことでありました。 

○７番（西別府 治君） 担当課が事細かに説明を

先ほどからされておりますけど、市長、これは政策

的なことだと私は考えております。 

 ある一定のレベルを保っている状態を維持してい

かなければなりません。そしてまた、猟友会の方々

の高齢化、弱小化というのも考慮していかなければ

なりません。その中において、当時の猟友会はそれ

でよかったでしょうけど、今はＮＰＯとかいろんな

広い範囲でこの認定を受けられるようになっており

ます。国もそうしていかないと、もうなかなかいな

いよねということが現実でありますので、ちょっと

政策的なことで、市長、今の導入についてお伺いし

たいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 認定鳥獣捕獲等事業者制度

というのが制定をされたということで、これは先ほ

ど担当課のほうから説明をいたしました。説明があ

りましたとおり、現在、県内では２事業体が認定を

受けているそうです。 

 それで、これは法人化をする必要があるというこ

とで、法人化されたのでないと受けられないという

ことだったので、この制度が導入されたときに猟友

会の皆さんには、今現在は任意団体であられますの

でどうされますかという意向打診を市のほうでして

おりますが、そのときは、今のところ認定の申請を

する意思はないというのが猟友会の方々のお気持ち

だったようであります。 

 ただ、今、西別府議員がお述べになっておられま

すとおり、今の鳥獣捕獲というのは、ずっと一貫し

ていろいろ話をしてこられましたけれども、これは

非常に農業振興ということで大きな課題だから、国

もこういう制度をつくったと思うんです。ただ、そ

の主役は、活躍、活動してくださる方は猟友会の

方々ですから、これからも猟友会の皆様方の御意見

をお聞きしながら対応してまいりたいと思います。 

○７番（西別府 治君） 法人化ということも市長

おっしゃいますけど、ＮＰＯとかさまざまな枠でで

きるようになっておりますから、難しいです、これ。

難しいですけど、本市なら何とか理解をいただける

のかなと。そしてまた、犬の件も言っておりますけ

ど、継続していくためには、皆さん猟友会の方々は

わかっていらっしゃいます。何と何がないとできな

いよねというのがわかっていらっしゃいますので、

こういったことも視野に入れながら、また、持続可

能な部分での政策を伝えていただきながら進めてい

ただきたいというふうに考えております。 

 次に入りたいと思います。ジビエの利活用につい

てであります。 

 これも国のほうが、市長が今おっしゃったように、

特措法でもジビエとして活用しなさいというのも28

年改正で入ってきております。それから、総合対策

交付金でも、26年度の14％という食肉への利用率を

平成35年度で30％まで上げていく、このことも政策
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目標について出しております。 

 さまざまな支援というのが、市長がおっしゃるよ

うな部分がありますので、なかなか難しいと思いま

す。食肉にしていくという部分については難しいで

すが、対策としてはジビエカーとかあります。そし

てまた、ジビエジュニア、ジビエミニとか、さまざ

まな国が政策を出しておりますけど、何とかまた全

体の流れの中で頭数が増えてきております。増えて

きたということは、それを活用していかないといけ

ないという部分があると思いますけど、いかがです

か。なかなか難しい質問なんですけど。 

○市長（田畑誠一君） ジビエの利活用の推進であ

ります。 

 大きな課題であります。県内では御承知のとおり、

伊佐市と阿久根市に処理加工施設があります。そこ

でジビエの利活用がなされているんでありますが、

例えば阿久根市を例に申しますと、解体作業に係る

経費として、市が年間約3,000万円補助をしていま

す。非常に多額の経費がかかっているというのが実

態なんですね。 

 それで、有害鳥獣の獣肉と言えばよろしいんでし

ょうか、これを処理するには、なかなか現実的にい

ろんな問題があるんですね。例えば、血抜きをして

から１時間以内に施設に搬入しないと処理ができな

い。それから、国のほうで今度、移動式解体処理車

とか、あるいは保冷車等の設備などの補助制度が、

そういった意味で、６次産業化のために国の制度が

スタートしておるんですが、今、前段で申し上げま

したような状態で、実際、施設を整備して運営して

いくとなりますと、これは組織や人材ももちろん必

要でありますし、維持、継続していくには大変費用

がかかるという大きな課題があるのが実態のようで

あります、現在のですね。現段階ではそういうとこ

ろであります。 

○７番（西別府 治君） 捕獲しました鳥獣を、60

キロ、70キロイノシシはあります。それが崖の下に

落ちていたりして、持ち上げるというのはなかなか

猟友会の皆さんには大変であろうと思います。軽ト

ラックにウインチがついていまして、ちっちゃなク

レーンがですね、それでぐーと持ち上げて、乗せて、

そして、プレハブでがちゃがちゃがちゃと畳めば、

保冷というのができるみたいです。ですから、国は

そういった現場に即応した対策については、かなり

重厚に進めております。 

 市町村に今、そういった組織づくり、システムづ

くりを見て進めていくことが問われているのではな

いかなと思っております。 

 そしてまた、内閣府の地方創生の新型の推進交付

金、この中にもいわゆるジビエについてはお金が入

っております。 

 つまり、環境省、農水省、内閣府の三つが力をか

けて進めている状態でありますから、後は市町村が

やらなければ、我々の部分というのはそういったシ

ステムづくりだと思います。 

 ちょっと時間がかかるかもしれませんけど、また、

お金もかかります、そういった意味では。ジビエカ

ーがあれば、またそういったのも変わってきますけ

ど、2,000万円ちょっとします。それを55％は補助

が出るという話もありますから、何かこううまく活

用しながら進めていかないと、猟友会の捕獲だけで

の流れだけでは、恐らく持続可能な部分というのは

消えていくんじゃないかなと。やっぱりそういった

利活用をしながら、地域資源としてのあり方という

のを進めていかないと、国全体の流れからも、なか

なかうまくいかないんじゃないか。なかなか大変で

すけどね、これ。大変です。お金もかかりますけど、

大変です。財政のことも含めながら。 

 また、そういったことも含めて、今、説明してお

りますから、市長、国の政策等も含めた独自の部分

というのも入れながら進めていただけたらなと思っ

ております。 

 次に、もう時間が余りございませんので、６次化

ということに入っていきたいと思います。 

 ６次化について、これはもう、今、市長が何回も

おっしゃっていますように、加工、販売の部分です

けれど、イオンというのがありまして、イオン九州、

これはネットしておりますけど、今はジビエの鹿肉

とか、鹿児島でも九州イオンが販売をしているわけ

であります。これは、６次化ネットワークの活動交

付金を使って、そういったことが今なされておるわ
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けでございますけど、そこまで踏み込んでいく時間

というのは、ちょっとロードマップ的には時間がか

かるかもしれません。かかるかもしれませんけど、

視野に入れていかないと、捕獲だけでは、先ほどか

ら申し上げているようになかなか難しいのかなと。 

 若い方々、特に女性は低脂肪でジビエの食べ物に

ついては意外と人気が出てきております。そして、

活用の度合いも上げていくように国も進めておりま

すから、そういった流れの中を６次化まで含めた展

開というのをする必要があると思いますけど、答弁

いただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから何回も申し上げ

ておりますとおり、農業振興という意味で鳥獣の捕

獲というのは非常に大事であって、それを今後はま

た６次化するということは、おっしゃいましたとお

り、極めて今後大きな課題であって、それは有効的

な取り組みですよね、もしうまくいったら。 

 そしてまた、片や環境問題という面からも、やは

り検討をしなきゃならん。したがって国のほうも、

先ほどお述べになったとおり、移動式解体処理車と

か保冷車等の整備に支援をしようという制度を打ち

出したと思うんですよね。 

 そこで、現実問題として捉えてみますと、例えば、

シカを例にとりますと、個体の重量から食肉用とし

てとれるのは15％程度だそうです。大きなシカ１頭

から15％しか肉にならないということですね。それ

から、わなで捕獲した、例えばイノシシの場合、捕

獲後すぐに止め刺しをしなければ、捕獲されて暴れ

るわけですよね。暴れると、打ち身で臭みが増して

食べられないそうです。それから今度は銃器で捕獲

をする場合、頭や首を撃ったものでなければ、腹を

撃ってしまったら大腸菌が飛び出して、これも食用

にならない。 

 それなら、処理の問題、環境の問題からいっても、

その骨や皮や加工に取り組んでいるところもあるよ

うです。ただ、それはまだ大きな需要はないという

ことですね。そして、食肉や加工品に使わない部分

については産業廃棄物になりますから、処分に非常

に経費がかかると。非常に悲観的な現実の問題を話

しましたけど、こういう問題があるんですね。 

 そして、さらに何といいましても、ジビエを６次

産業化、肉として食用に供するとなりますと、これ

はもちろん食品衛生法上のさまざまな規制をクリア

しなければなりませんし、それを実現できる資格を

持った人材や組織も必要となります。 

 このような問題が横たわっておりますので、だか

らして、国もこういう、今さっきから言っている支

援制度を打ち出していると思うんですが、これから

の６次産業につきましてはさまざまな、今、申し上

げましたように課題がありますので、現時点では難

しいと思いますが、やっぱり今後とも、さらに研究

は続けてまいりたい、他市の状況やらも参考にして

まいりたいということは考えております。 

○７番（西別府 治君） 屠殺法がございませんの

で、割と野生鳥獣についてはハードルが低く設定し

てあります。資格の問題もちょっとおっしゃいまし

たけど、できます、そういったことはですね。です

からジビエカーというのが開発されて、進んでいる

わけですね。あの中で全部できまして、進めていく

ことになります。 

 さまざまな撃ち方とかいろいろあります。でも、

これも猟友会の方々に理解をしていただいて、止め

刺しの時間等を含めた、これもクリアしていかない

といけないことになっていくと思いますね。 

 ですから、明日、来年とかという話じゃなくて、

やはりロングな部分でもこれをしていかないと、最

終的には守るのは農地であります。農業者でありま

す。そして、生産する品物であります。やはりそこ

らあたりを市長がおっしゃるように、イノシシと半

分取りじゃいかんわけでありまして、ここら辺をう

まく絡ませながら、そしてまた６次産業化に、難し

いですけど進めていく、そういう時代が私は必ず来

ると思います。人口減尐の中で、その役割ができる

人というのは尐ないと思っています。今の時点でも

ですね。何回も言っておりますけど、本市は割とそ

ういった意味では早い時点から重厚に手がけて、意

識を持っていただいております。 

 猟友会の方々も含めてですね。ボランティアで頑

張っていらっしゃいます。猟犬のこともアナグマの

件も、なかなか頑張ってらっしゃいますけど、物の
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限度というのがだんだん近づいているかもしれない

です、私たちが見る中において。猟友会の方々は、

まあ、まだよかっじゃがと、いげんかきばっでと。

でも、まあ、じゃっどんなちゅう部分もあられると

思います。でも、それを見据えながら、こういった

ことを議会が、そしてまた、こうして政策の部分を

提案していくということが、私は今後大きな大事な

部分になっていくのではないかなというふうに考え

ております。 

 市長の答弁としてはお聞きしましたけど、全体を

通して、この鳥獣被害のことをもう一度お聞きした

いと思います。 

○市長（田畑誠一君） 鳥獣被害対策というのは、

今、お述べになられましたとおり、まさに農村を守

るためです。農村を発展させるためです。そういっ

たことで、市としましても議会の皆さんの御理解を

いただきながら、補助制度を設けさせてもらってい

ます。 

 ことほどさように深刻ですから、本市はイノシシ

１頭7,000円、他市より多いですけれども、それか

ら国が8,000円の補助制度をしたときも、本市は今

言われましたとおり、いち早く、どこの町より早く、

制度のスタートと一緒に導入しました。それで、猟

友会の皆さん方からも大変喜んでいただいたんです

が、こんな気持ちでこれからも取り組んでまいりた

い。 

 そして、我々が今、西別府議員さんと議論をして

おりますけれども、何よりも猟友会の方々が捕獲の

実態をどんどん増やしていきたいということは、も

ちろん農村を守りたい、後継者が心配だと、いろん

なことで猟友会の皆さん自体が一番真剣に取り組ん

でおられます。非常にありがたいことだと思ってい

ます。これからもそういう思いで、市も議会の皆さ

んの御意見を今いろいろお聞きしました。そういっ

た思いで進めてまいりたいと思っております。 

○７番（西別府 治君） 中山間地域のいわゆる農

地を守るために、一般会計で農政の予算でも、かな

り補助を30年度はするようになっております、守っ

ていくためのですね。かつ、こういった鳥獣害対策

とあわせて、セットでやっぱり進めていく必要が、

今おっしゃるような部分を大切にしながら、本市の

１次産業を守っていきたいというふうに考えており

ます。 

 これで全ての質問を終わりたいと思います。 

○議長（平石耕二君） 次に、江口祥子議員の発言

を許します。 

   ［２番江口祥子君登壇］ 

○２番（江口祥子君） 皆様、こんにちは。公明党

の江口祥子でございます。 

 春本番、大分春らしく、日差しも暖かくなってま

いりました。そういった中で、今回、市民の皆様か

ら寄せられた要望をもとにした質問となります。 

 それでは、通告に従いまして、質問させていただ

きます。 

 初めに、本市の公共施設において、放置自動車の

現状についてお尋ねいたします。 

 串木野フィッシャリーナ駐車場に、長年４台の宮

崎ナンバーの車両が放置されています。違法なこの

ような放置自動車に対する本市の対策を伺います。 

 これをもって、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 江口祥子議員の御質問にお

答えをいたします。 

 フィッシャリーナ施設内の放置自動車の現状につ

いてであります。いろいろお調べになって、今、御

質問なさいました。 

 現在、フィッシャリーナの船舶保管施設用地に放

置されている自動車は、普通車が３台、軽自動車が

１台、計４台であります。自動車の所有者につきま

しては、４台とも同じ所有者で、フィッシャリーナ

を利用している県外の方であります。 

 放置自動車の対応策につきましては、放置されて

いる場所が鹿児島県の用地であり、これまでも連携

をとりながら所有者に対して自動車の移動の要請を

行っているところでありますが、移動されていない

状況であることから、引き続き鹿児島県と連携をと

りながら、移動の要請を続けるとともに、移動され

ない場合は法に基づいた対応も視野に入れてまいり

たいと考えております。 

○２番（江口祥子君） ヨットハーバーの串木野フ
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ィッシャリーナは、照島神社となぎさ公園がまとま

って構成された、釣り人にとっても地元の人々にと

っても、格好の憩いの場となっております。このよ

うな公営の観光スポットに長年放置されている車両

について、市民からの苦情は届いていませんか。お

伺いいたします。 

○水産商工課長（平川秀孝君） フィッシャリーナ

における放置自動車への苦情についてでございます。 

 水産商工課のほうにも自動車の放置があるという

ことで御相談とかもございまして、県のほうと相談

しながら、市長が答弁申しましたように、対応を行

っているところでございます。 

○２番（江口祥子君） 今回、近隣の市に、同様の

状況下における対応ついて調査しました。 

 まず、軽自動車については、市に情報があるため

に、すぐに持ち主を特定し、自宅を訪問するなどの

手立てを打つそうであります。 

 普通自動車等については、県が管理しているため

に、すぐに警察に相談するとのことです。これは、

本人が対応しない軽自動車も同様です。 

 持ち主が県外などのため、本市のように封書での

通達を行いますが、持ち主が対応しない場合は、違

法駐車の車両として警察がレッカー移動すると聞き

ました。本市では、なぜそのような警察への相談を

しなかったのかお尋ねいたします。 

○水産商工課長（平川秀孝君） フィッシャリーナ

につきましては県の所有となっていることから、県

のほうと協議をしながら対応を行っているところで

ございます。 

○２番（江口祥子君） ここ、串木野フィッシャリ

ーナの場合、市民の話によると、５年ほど前から市

に苦情を申し立てしているとのことであります。警

察に相談して、違法なことを行っている所有者に対

して早急にしっかりとした対応をしていただきたい

と思いますが、他市にできていることが本市にでき

ないことがあるでしょうか。５年も放置して、一体

この４車両はいつまでここに放置され続けることで

しょうか。市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） ただいま江口議員のほうか

ら、具体的に調査をなさって、他市の例も引き合い

に出されまして、今、御質問をいただきました。 

 おっしゃいますとおり、４年も前からといったら

随分長い期間であります。その間、県と協議をした

とはいえ、この放置されている自動車について解決

しなかったということは大変申しわけなかったと思

っております。 

 これからは、さっき申し上げましたとおり、県と

協議をもちろんしながらではでありますけれども、

法に基づいた視野を入れて取り組んでまいりたいと

考えております。 

○２番（江口祥子君） それでは次に、障がい者に

優しいまちづくりの観点から、ヘルプマークやヘル

プカードの作成についてお伺いいたします。 

 発達障害や精神障害があり、困難をうまく伝える

ことのできない方や、義足や人工関節を使用してい

る人など、内部障害や難病を抱え、配慮や手助けが

必要であるが外見からはわかりづらい人々が、自分

が困っていることを周りの人に伝えられなかったり、

事故やトラブルに巻き込まれて傷つくことを回避す

るために、東京で初めて導入され全国的に広がった

と言われています。 

 本市でも、優しいまちづくりの観点から、ヘルプ

マークやヘルプカードの普及、啓発を考えないか、

お尋ねいたします。 

○市長（田畑誠一君） まず、ヘルプマークにつき

ましては、障害のある方や、今、江口議員がお述べ

になったとおり、難病の方、あるいは妊娠初期の方

など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要

としている方々が周囲に配慮を必要としていること

を知らせるマークとして導入されたものであります。

国としては、2020年の東京オリンピックに向けた案

内用の記号として、昨年７月にＪＩＳ規格に追加し、

現在、21都道府県で取り組みが始まっているところ

であります。 

 ヘルプカードについては、災害時等に必要な支援

を周囲に求めることができるよう、緊急連絡先や必

要な支援内容等を記載してあるものであります。 

 県の取り組みですけど、県のホームページにヘル

プマークの説明が掲載されておりますが、具体的な

導入はされておらず、認知といいますか、人々に余
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り認知のほうが進んでいないようであります。 

 本市での取り組みですけれども、本市における導

入については、県内どこでも対応できるように、広

く県内全市町村で取り組むべき事項でありますから、

県内で統一した導入と広報、周知が望ましいと、昨

年11月の県下各市町福祉事務所長会議において、県

下統一のヘルプマーク及びヘルプカードの導入につ

いて検討をし、県へ要望書を提出して、導入に向け

て、今、取り組んでいるところであります。 

○２番（江口祥子君） この対策が講じられている

地域では、がんと闘っておられる方が抗がん剤の副

作用で手足にしびれ、麻痺がありながらも、外出の

とき、いつもヘルプマークをつけていて、周りの人

が気づかってくれるので、安心して外出できると喜

びを伝えてくださる方もいらっしゃるようです。ま

た、市民の認知度が上がり、席を譲ってくれる若者

もいたりして、心温まるさわやかな気持ちになりま

したとの声も寄せられています。 

 ヘルプマークは鹿児島県ではまだ導入されていま

せんが、待ち望む声が上がっています。障害を抱え

た人には、ヘルプマークが安心の杖になると思いま

す。 

 再度、本市でもヘルプマークやヘルプカードの作

成に取り組むことができないものか、市長の見解を

伺います。 

○市長（田畑誠一君） ヘルプマーク、ヘルプカー

ドの先行導入についてであります。 

 ヘルプマーク、ヘルプカードの導入につきまして

は、先ほど申し上げましたが、県下各市町福祉事務

所長会議で一斉に県下統一してやってもらいましょ

うと、導入しましょうということで県に要望書を提

出しているところであります。これからも積極的に

取り組んでまいりたいと思います。 

○２番（江口祥子君） このマークは、経済産業省

により2020年東京オリンピック・パラリンピックに

向けて、案内用の図記号として追加されています。

案内用図記号は不特定多数の人が出入りする施設等

で、言葉によらず、目で見るだけで、そのような方

に対する内容を可能にする図記号です。 

 本市で希望する対象の方にはこれらのマークを配

付し、また、市民向けにこのマークの意味などをし

っかり広報することなどを今後前向きに検討される

よう申し入れし、私の一般質問を終わります。 

○議長（平石耕二君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（平石耕二君） 本日はこれで散会します。 

         散会 午後２時08分 


